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午後２時５８分 開会 

○池戸座長 みなさん、お疲れさまです。定刻の前ですが、今日の委員のみなさま方全員

おそろいということなので、ただいまから第４回の食品表示一元化検討会を開催したいと

思います。 

 ご出席の状況ですけれども、本日は上谷委員、中川委員からご欠席のご連絡をいただい

ております。 

 今回は、前回に引き続きまして、加工食品の原料原産地表示の拡大についてのご議論を

いただきたいと思っております。 

 なお、資料につきましては、前回の検討会において、時間がなくて短い時間でございま

したけれども、ご意見をいただきましたので、それらのご意見を踏まえて、事務局のほう

で再度資料を整理していただきました。 

 それから、本日のもう一つの議題は、これも事務局ともご相談の上、食品表示の適用範

囲についてとさせていただきました。 

 そこで、まず事務局から資料をご説明していただきまして、その上で議論を進めてまい

りたいと思います。 

 なお、本日は17時に終了する予定にしております。中身が非常に重要な内容なのですが、

時間内でのできるだけ円滑な議事の進行にご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ここでカメラにつきましては、ご退席をお願いいたします。報道関係のみな

さまも座席のほうにお移りいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（報道陣退席、移動） 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入る前に、まず事務局より資料確認をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、私のほうから資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に議事次第を配布してございますけれども、そこに配布資料の一覧をつけてござ

います。今回の資料は３種類でございます。１種類目が「加工食品の原料原産地表示の拡

大について」という資料、それから、今、座長からもご紹介がありましたとおり、２つ目

の議題として「食品表示の適用範囲について」という資料をご用意しております。それか

ら、前回、座長のほうからご紹介のありましたアンケート調査「消費者意向調査の設問

案」、その３種類の資料を用意してございます。 

 それから、参考資料として、これも３種類ございまして、１つ目は、前回、中川委員か

らのご要望で、個々の表示事項について、どうしてそれが書いてあるかという理由とか、

今に至るまでの経緯といったものをまとめた資料をご用意させていただきました。それか

ら、参考資料といたしまして、前回の加工食品の原料原産地表示の資料の中で抜粋をつけ

てございましたけれども、消費者委員会のほうでご議論いただいた調査会の報告書の全文、

それと消費者委員会からいただいた意見について全文を参考資料としてつけております。 
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 それから、卓上配布だけでございますけれども、前回、鬼武委員から加工食品の原料原

産地についての資料をいただきまして、それを再度配布するとともに、今回、新たに鬼武

委員、二瓶委員、森委員からそれぞれ資料をご提供いただいておりますので、参考資料と

して卓上にのみ配布させていただいております。 

 よろしゅうございましょうか。議論の途中でも、落丁などございましたら、事務局にお

申しつけいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 もし落丁、欠落がございましたら、ご指摘いただきたいと思います。 

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。 

 最初に、加工食品の原料原産地表示の拡大についてということで、本日は、配布されて

いる資料に沿いまして、加工食品の原料原産地表示の拡大について、それから食品表示の

適用範囲についての２つの議題につきまして、まず事務局側からご説明いただきまして、

その上で委員のみなさまにご議論していただく予定です。 

 それでは、事務局より資料１の加工食品の原料原産地表示の拡大についてご説明いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、私のほうから資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず資料１でございます。「加工食品の原料原産地表示の拡大について」ということで

ございます。１枚おめくりいただきますと目次がございまして、前回用意させていただい

た資料につきましては、前回、一応ご説明したということで、今回は構成を変えてござい

ます。４ページ以下が「第３回検討会資料より」ということで、これが前回の資料の１ペ

ージ以下でございまして、いわゆる経緯についての説明でございます。これを今回は後ろ

のほうに持ってまいりまして、後のほうにありました「考え方について」を前に持ってき

ているということでございます。 

 それで、さらに１枚おめくりいただきますと、これも前回、私のほうから、駆足ではご

ざいましたけれども、ご紹介した資料を再度ご説明させていただきたいと思います。これ

は別途資料を全部つけてございますけれども、消費者委員会のほうのご意見で、「品質」

の差異に着目するＪＡＳ法の制度の中では、いわゆる加工食品の原料原産地表示の拡大と

いうものについては一定の限界があった。このようなことを踏まえ、調査会の報告書にお

きましては、現行のＪＡＳ法にとらわれない幅広い議論というものが行われ、新たに制定

される法体系のもとで、原料原産地の対象品目、選定方法といったものが改めて設定され

ることが期待されると結ばれているところでございます。 

 そこで、これも前回ご説明申し上げましたけれども、今回、２つのテーマについてご議

論いただければと思ってございます。１つは、原料原産地表示における対象品目の選定の

考え方というものでございます。ここはまず設問を３つ用意してございまして、最初の①

でございますが、一般消費者の方が、いろいろな商品を選択する際に、原料原産地を判断

材料とする、要は原料原産地を見て購入される加工食品はどういうものだろうかというこ
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と。それで、例えばこういうもの、ああいうものが出てくると思いますけれども、そこで

何か共通するメルクマールのようなものが出てくるのではないか。そういったことによっ

てカテゴライズされることで、それが一定の基準になるのではないかと思って、②の設問

を用意してございます。 

 参考のところでございますけれども、これはこれまでいろいろな場面で議論させていた

だいておりますけれども、原料原産地表示を義務づけるといったものについては、その以

下の◆の４つ、例えば、加工の程度が比較的低くて、言い換えてみると、生鮮食品に近い

ものであるということとか、使われているものの原産地によって品質の違いが見られ、そ

れによって商品の差別化がされているということ、それから原料の調達先が海外を含め多

様であるということ、それから単一農畜水産物の重量の割合が高いといったもの、こうい

ったものを中心に義務づけについて議論してきたというところでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、これも前回ご説明申し上げました③というところで、選

定に当たっていろいろ広くご意見をいただくということをパブリックコメント等を通じて

やってきたのですけれども、なかなか消費者のいろいろな声がうまくまとめ切れていない

のではないかというご指摘がございましたので、消費者の要望の把握というものについて

は工夫が必要ではないかと。こういった状況を踏まえて、ではどういった選定方法が考え

られるかということ。これはなかなか難しいところでございますけれども、何かお知恵の

ようなものを頂戴できればと、引き続きご議論いただければと思っております。 

 ２つ目の大きな点でございますけれども、ここは、要は表示の方法についてということ

で、これまで３つの方法、これはかなりいろいろ議論があったところでございますけれど

も、一定の成果として、例えば、（ア）の切り替え産地を列挙する可能性表示というもの

とか、「国産」「外国産」または「輸入」といった大括りの表示、それから（ウ）にござ

いますように、輸入される中間加工品の原産国表示、中間加工したところを原産国として

表示するといった案が示されてございます。これらの案についてどう考えるか。さらに、

これ以外の案もあるかと思いますけれども、表示の方法についてご議論いただければと思

っております。 

 このなお書きは、前回もつけてございましたけれども、加工食品に原料原産地を表示す

ることは事業者にとって一定程度コストアップの要因になる。それが最悪の場合、消費者

の価格にも転嫁される可能性があるということでございますので、その場合には、そのコ

ストというものは、原料原産地表示を必要とするか否かにかかわらず、すべての購入する

方が負担するということに留意する必要があるということでございます。 

 ３ページでございます。これは前回もご紹介しましたとおり、同じ資料でございますけ

れども、対象品目を拡大するのに当たって課題があるということでございます。大きく言

いますと２つほど、原材料として輸入される中間加工品、これも前回ご紹介しましたよう

に、ジュースの濃縮果汁のようなもの、ある国でつくったものを他の国で加工して輸入し

てくるといった場合、なかなか本当の原料原産地というのは追いにくいということ。それ
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から、加工食品は、いろいろなところから調達しているということで、調達先が切り替わ

るということがございますので、そういったときの準備、いわゆる包材の切り替えなどが

難しいということ。それに伴って、仮につくってしまったものが無駄になった場合には、

環境への負担が増えるということでございます。 

 さらには、現在、ＪＡＳ法では直罰規定があることや、ミスがあると回収しなければい

けないということがあって、それが大きな負担になるということもある程度頭に入れてお

いたほうがよろしいかなと思っております。 

 ４ページ以下は、前回おつけした資料でございまして、これまでの経緯でございますが、

これを説明しているとちょっと長くなりますので、今回は割愛させていただきたいと思い

ます。 

 非常に駆足でございましたけれども、ご説明に代えさせていただきたいと思います。ご

議論のほどよろしくお願いいたします。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 前回すでにご説明いただいた部分もございますので、今簡単にご紹介いただいたと思い

ますが、この原料原産地につきましては、もうみなさんご案内のとおり、これまでも共同

会議あるいは先ほどご報告がありましたように消費者委員会の調査会でいろいろ議論され

てきた経緯がございます。ある意味で、言い方が適切かどうかわかりませんが、そこのま

だ解決していないところがこの検討会の議論にゆだねられているということかと思います。 

 これまでの議論の前提としては、消費者の商品選択のための情報提供という観点が重要

でございますので、果たしてどのような表示が消費者にとって商品選択のときに役に立つ

かという点、それから、非常に重要な情報ですので、わかりやすさも求められるというこ

とです。それから、国際規格との整合性、コーデックス等との関係です。それから、実行

可能性です。ＪＡＳ法の規定に基づくと直罰が科されるということもございますので、そ

ういったことを踏まえてのこれまでの議論だったかと思います。ということで、大変重い

課題ではございますけれども、ぜひ有意義なご意見をいただきたいと思います。 

 それで、これから効率的な議論をしたいという観点から、とりあえず２つに分かれるか

と思うのですが、テーマごとに区切って議論していただきたいと思っております。 

 まず、ページで言うと１ページの原料原産地表示における対象品目の選定の考え方につ

いてということで、１ページから２ページにかけて①～③というところのご説明がござい

ましたけれども、この分野についてのご意見、あるいは新たな選定方法の案がもしござい

ましたら、そういうものも含めてご発言をいただきたいと思います。 

 なお、本日資料をご提供いただきました鬼武委員、それから森委員におかれましては、

今の議論と関連してご説明されることがございましたら、よろしくお願いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 前の調査会の委員の方もおられると思うのですけれども、何かご意見がもしあればお願

いします。 
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それでは、迫委員。 

○迫委員 調査会の委員ということもございましたし、それから、ちょっとこの議論に入

る前に確認させていただきたいことが一、二ございます。 

 まず１点目ですけれども、この加工食品の原料原産地表示というものは、拡大という方

針のもとに進めていくべきものなのかどうか。つまり、原料原産地表示という情報から消

費者は何を得ようとしているのか。そして、それは国民一人一人の食生活を営む上での安

全というもの、命とか健康という非常に重要な要素にどれだけつながってくるものなのか。

命や健康を守る重要な要素に対して、食品表示の果たす役割と、その中で原料原産地表示

がどの程度のエリアを占めるものなのかといったところを疑問に思うところでございます。

実際に消費者の方々が原料原産地の表示を見たときに、国産が良いとか、輸入品が良いと

か、昨今の放射線問題等も含めて、風評被害等に結びつく可能性も非常に強うございます。

また、その中で、安全というものを誤認というか誤誘導されている可能性もあるのではな

いか。そういう意味では、この原料原産地表示の持つ意味、その使い方といったところも

含めて検討していくべきことであって、それを拡大という一定方向を先に示してしまうこ

とはいかがなものか。これは鬼武委員が前回お示しいただいた内容と若干重なるところで

ございますけれども、ちょっと疑問に思っているところをまず冒頭述べさせていただきま

した。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 その関連でどうですか。二瓶委員。 

○二瓶委員 関連してなんですが、全く今のご意見に賛成というか、同意したいと思いま

すけれども、今、加工食品の原料原産地の表示品目を拡大しなければならない理由という

のがどこにあるか、ちょっとわからなくなってきたんですが、現状の22品目で何か不都合

があって、急いで新たな原則を見出して拡大しなければいけないような緊急性とか、そう

いうものがあるかどうかは甚だ疑問でありまして、この新たな食品表示法、一元化される

法律について、その検討が一番重要だと思うのですが、確かにこの場であわせて検討する

テーマとして設定されているのは承知しているのですが、この一元化の検討の障害という

かブレーキになりかねないようなことになろうかと思うんです。ですから、拡大するとい

う前提での議論であれば、相当時間をかけて、私は第１回目でも申し上げたんですけれど

も、用語の定義・解釈やその統一も含めてなんですけれども、こういう大きな課題を、こ

の他にも栄養表示もこの場でやるということになっていますけれども、この検討会だけで

は、あるいはこの検討会の構成メンバーだけでは、６月までにめどをつけるというのは非

常に無理があろうかと思いますし、第１回目に申し上げたのは、そういう意味でいうと、

専門部会なりワーキンググループなりをそれぞれつくって同時並行でやっていかないと、

とてもではないけれども、この場の議論だけでは進展しない。改めてそういう懸念を持ち

ました。 

 以上です。 
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○池戸座長 丸山委員。 

○丸山委員 これまでもご発言いただいた委員のみなさん方と重なりますけれども、ご容

赦いただきたいと思います。 

 原産地表示につきましては、これまでずっと議論されてきたという経過は、大変深く理

解はしております。ただ、この検討会の限られた回数の中で、まずやるべきことというの

は、６月までと限られていることでもありますので、表示に必要な事項とは何かというこ

とと、それからそれの考え方を定型化することがこの検討会に求められていることだと認

識します。ですから、拡大という文言をつけて加工食品の原料原産地表示を考えることと

いうのは、この検討会のテーマとしてはふさわしくないのではないかと思います。 

○池戸座長 田﨑委員、どうぞ。 

○田﨑委員 今日は、事務局のほうで「原料原産地表示の拡大について」という資料とテ

ーマを出していただいているので、今日は議論する形になるかと思います。このテーマは

かなり後になって議論してもよかったテーマかなと思います。今までのみなさんのお話と

かぶる部分はありますけれども、まず今回の検討事項である食品表示の適用範囲と良いま

すか、現行の容器包装への表示と今回の資料にもある外食とか、あるいは量り売りとか、

インターネットとか、それはどこまでを範囲と決めるのかというのが初めにあると思いま

す。 

今アンケートを取るということで、本当にいろいろな意味で一般の消費者からのご意

見をいただき、それに対して意見をかぶせていくのではないでしょうか。今言った適用範

囲については、形態ごとに必要なものがそれぞれ違うはずなので、それを検討していく。

消費者が必要としている内容をどのように表示すべきなのかというのは、わかりやすさと

いうのは当然出てくるのですけれども、順位づけというところで、そこにも消費者のわか

りやすさというのがかぶってくるはずなので、順番としては、やはり適用範囲、それから

必要としている情報は何なのか、表示すべきものはどれなのかという視点で、最終的にそ

の記載方法が事業者に実行可能なのかというところをあわせ含めて検討していくべきで、

そういう順番が必要かなと思っております。 

○池戸座長 では、山根委員、どうぞ。 

○山根委員 原料原産地表示ですけれども、私は大前提として拡大方針が決まっていたと

思っています。今までのやり方ではそれが進まないから、どういうやり方が適切かという

ことで議論が進むのだろうと思っていましたし、思っています。今までアンケート調査な

どでいろいろ考えられてきたわけですけれども、そういったアンケート調査で、たくさん

の食品から、どれに欲しいですかといった聞き方では無理がある。一品一品、そういった

回答から広げていくようなやり方に無理があって、それが限界だから考えていくというこ

とだと思います。そういったやり方でもできるところから広がっていけば良いとも思って

きたのですけれども、消費者庁ができて、消費者の利益第一、消費者の権利を追求するた

めにやってくれる省庁ができたわけですから、当然ここで一元化が一気に拡大するだろう
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と私は思っていました。私は、まず原則義務化という姿勢に立って、ではどこに課題があ

るのか、難しいところはどこなのかということを考えて、課題を解決していく方法を議論

していくということで進んでいけないのかなと思います。 

 少し前に個別の説明をいただいたときに、東京都の取組で加工食品・冷凍食品の原産地

表示を書かせているという実態があると思います。そのあたりはどういう現状なのか教え

てほしいということを事務局の方にお願いしたことがありますが、それも教えていただき

たいと思います。私は、原則義務化ということで議論していくべきだということを主張し

たいと思います。 

○池戸座長 中村委員。 

○中村委員 資料の４ページに書かれているわけですけれども、諸外国から購入している

ものについては、海外原料メーカーが原料原産地情報を保有していないことが多いと書か

れています。僕はこういうことはあるかもしれないけれども、日本の食品メーカーの方は、

きちんと原料原産地について海外も含めて把握されているものを販売されていると思うん

です。それで、原料原産地の表示を進めていくためには、以前もどこかで申し上げたんで

すけれども、いわゆる中間品というのか業務用、まずここの原産地表示をしっかりする。

万が一資料に書いてあるとおりであるとすれば、まさにそのところをしっかりして、原料

原産地表示が拡大できる条件をきちんと整えていくということだと僕は思います。少なく

とも、今アメリカは、ことしＦＳＭＡ Ｈ．Ｒ．2751を通しまして、１月４日にオバマ大

統領はサインしていますけれども、一つは完全トレーサビリティを求めているわけです。

だから、消費者が安全・安心を求めるためにはきちんとしたトレーサビリティをとってい

ただくことが大事だと思っていますから、その条件整備の意味でも、業務用のところにつ

いて原料原産地表示をしっかりやってもらうということが、一つ解決の糸口というか、一

歩前進ではないかと思っています。 

○池戸座長 とりあえずご意見を。では、市川委員、どうぞ。 

○市川委員 私は、そもそもこの原料原産地表示は拡大なのかということに疑問を持って

います。確かに、表示のルールというのは、社会のニーズというか、要請を受けて、常に

見直しがされてきています。参考資料に出されております表示することになった理由、経

緯というのを見せていただいても、それを本当に感じております。今日の議論ではないん

ですが、食品添加物などの表示を見ても、それが明らかに消費者の、いわゆる社会の要請

というか、つまり不安を持つ消費者団体の食品に安全を求めるという、その気持ちから生

じる不安にどれだけこたえてきたかというのがよくわかるなと思っております。ただ、平

成15年以降は、食品安全基本法もできまして、リスク評価を行って安全性が確認されたも

のが食品として出回るということになっているにもかかわらず、消費者の不安というのは

解消されているというわけではありません。でも、そこには表示だけではなくていろいろ

な事情が複雑に絡み合っております。そんな中で、加工食品の原料原産地表示について拡

大の方向性というのがそもそも本当に合理的な理由なのかというのは、今までも多くの委
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員の方が述べられているように、私は合理的理由というのには説得力に乏しいと言わざる

を得ないと考えています。 

 21世紀というのは、消費者の安心という部分においても、気候変動に伴ういろいろな問

題なども大きな目で全体のバランスを見て考えていかなければいけない状況になってきて

いると思っています。例えば食料や食品の産地というのがこの先いつも同じ品質のものを

生み出していくのかというのは、かなり疑問を持っています。無理な状況もあるのではな

いでしょうか。このような中で、現在義務化されているというものについても、このまま

義務化を継続して良いのかなと、私は疑問に思います。つまり任意表示のようなものに緩

くしていっても良いのかなと思っております。これからの表示というのは、消費者の真っ

当な要望にこたえてほしいなと思っております。その真っ当な要望というのが、消費者の

メリットにもなるし、事業者のメリットにもなる、行政のメリットにもなる。そういうも

のを目指していくべきだと思っています。ただ単に不安にこたえるというだけでは、答え

としては足りないと思っております。つまり、消費者が不安に思うからという、この一言

で行政が過剰な規制やリスク管理を行うという、それを免罪符にしてほしくないし、事業

者にはその一言を免罪符に不安に便乗した販売戦略といったものも慎んでいただきたいと

思っています。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 その他、まだご意見がありましたら……。では、堀江委員。 

○堀江委員 私も、原料原産地の確実にわかっているものは本当に少ないと思うんです。

消費者は何を求めているのか。一番はわかれば良いかもしれませんけれども、それよりも、

品質、質を求めているのではないかなと思います。品質を保つには、国産だけではなくて、

いろいろな国からある一定の品質のものをつくらなくてはいけないかと思うので、その拡

大というのも私はちょっと疑問に思います。 

○池戸座長 どうぞ、森田委員。 

○森田委員 私は田﨑委員の仰られたことに同感です。まず原料原産地表示を拡大する前

に、この新しい表示法の目的とあり方の方向性をきちんと決めていかないと、それを共有

して前に進んでいかないと、なかなか議論が前に進まないと思います。例えばここで決め

るのは、最初のページにもありますけれども、「選定方法を改めて設定することを期待す

る」ということがあります。選定方法を設定するということは、表示の目的に沿って枠組

みを決めることです。例えば選定方法をめぐっては最初に鬼武委員からありました品質か

ら離れて情報を、というところをどう考えるのか。情報というのも広くて、経済とかフー

ドマイルとか、いろいろあるのかもしれません。では諸外国が情報を、ということを目的

として原料原産地表示を考えているのか。どこまで諸外国が義務づけているのか。例えば

ＥＵはどうなのか。米国はどうなのか。諸外国の原料原産地表示はどんな情報を得ること

を目的として考えているのか、もしあれば参考にしたいと思います。 
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それから、今回、参考資料に用意していただきましたけれども、義務表示だけではな

くて、使い勝手の良いガイドラインが外食などの分野でもいろいろと出ております。こう

したガイドラインとか、そういうものをきちんと整備するということで、義務表示品目の

拡大というよりも、ガイドライン対象を拡大すれば良いのではないか。その中でも、冠表

示をするとか、強調表示をするようなそういったものはきちんとルールをつくって道筋を

つけるとか、いろいろなやり方があると思います。 

○池戸座長 鬼武委員、どうぞ。 

○鬼武委員 前回の資料を再掲していただいていますので、それに基づいて少し意見を述

べさせていただきます。 

 私は、原料原産地の問題について議論することは、反対ではありません。ただ、原料原

産地表示の品目の拡大ということだと、今までと同じになってしまうということが大きい

ので、これは加工食品の原料原産地を行うルールと、それからその前提として、もし一緒

に議論するのだったら、原産国表示というものはどういうものかということで、そこに対

する原則・ルールをもう一度確認した上で議論するということだったら、委員のみなさん

からもいろいろ意見が出るのではないかと思っています。これまで共同会議等を含めてや

ってきたわけですが、一定の品質という言葉といいますか、そこの枠組みの中でやってき

たのですが、これはもう限界だと私は思っています。 

 それから、「品質」自体を国際的にも行政的に定義づけることは、例えば民間の自分た

ちで品質はこうであるということは可能かもしれませんけれども、テクニカルに品質とは

何かということを決めることも非常に困難性があるので、まずその呪縛といいますか、品

質からはまず外れるということが前提であるということを認識すること、それから、国際

的にはコーデックス委員会で2000年代から原産国表示について議論してきています。今日

のお手元のページの2000年代から始まって、結局2002年、2003年、2004年と議論してきて、

結果としては、そのとき日本の代表団が原料原産地表示の拡大を訴えたわけですが、その

議案ついては、オブザーバーのＩＡＣＦＯがサポートしたのですけれども、多くの加盟国

はサポートしなくて、このままさらに推移を見ようということになったということがあっ

て、国際的な視点を見ておかないと、日本だけがこのままルールを広げていくことは慎重

であるべきですし、国際的にも原料原産地表示に関するルールを主張していって、そこで

の正当性を持ったものでないといけないのではないでしょうか。例えばＷＴＯで、この資

料の後段にも書いていますけれども、アメリカに対し、これは加工食品の原料原産地では

なくて、今コーデックスでもルール化されている原産国表示についてのところでもクレー

ムがついているわけですから、ましていわんや加工食品の原料原産地表示についてはコー

デックスではまだコンセンサスを得ているものではないので、そこの部分をつくろうとす

るということになると、日本はよほど戦略を考えて準備しなければいけないと思っていま

す。 

 そういう点からすると、ＥＵは結構ロジックというか、戦略的にやっているところがあ
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りますので、そういうところは見習って、もし現行の22品目なりということを広げるとい

うことだと私も限界があるので、今のことをもう一度、少し義務表示から離れて、もう少

し広い枠で考えるということも必要かもしれません。そういう中で、例えばこの前、黒糖

とこんぶ巻の２品目が拡大されたわけです。その現状が果たして今の日本の消費者の中に

どれぐらい役に立っているのかということもレビューをしてみる。一番直近の例です。み

んなの要望でということになったわけですから、そういうものを含めてレビューした上で

やるということだったら賛成ですし、そういう視点が必要だと思っています。 

 ですから、繰り返しになりますけれども、ＥＵでは例えば食肉とかは、ヨーロッパのほ

うではＢＳＥの問題が起こって、消費者の不安にこたえるということで、そこの部分につ

いては多分表示のところのルール化はされるのでしょうけれども、他のところは、従来の

伝統的表示とか、ジオグラフィック、地理学的な表示とか、別の戦略を持っています。要

するに品種や食品というか、そういうプロテクション（保護）をするのだと思います。だ

から、日本は、私は前から主張しているように、黒糖とかはそういう視点からやるべきな

のではないでしょうか。だから、そこの戦略がないと、これから国際的に食品の貿易がさ

らに拡大する中で、私はうまくいかないと思いますので、ぜひそういう視点から議論して

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○池戸座長 それでは、森委員。 

○森委員 私のほうからは、資料を提出させていただきましたので、詳しくはそちらをご

覧いただければと思っておりますが、これまでの検討経緯について、消費者庁さんがまと

めておられる資料１の６ページの左側に「８品目の表示義務化」がございます。この中で

は、基本的にはヨーロッパのほうと日本も同じだと思いますけれども、「他の方法で消費

者の誤認を防ぐということは困難か」ということを議論しております。さはさりながら、

原料の品質の差異に着目しないと、なかなか原料原産地の問題がすっきりいかなかったと

理解しております。提出資料でも申しあげておりますように、厚生労働省さんと農林水産

省さんによる「食品の表示に関する共同会議」も随分長いことやっておられます。その中

でいろいろ議論されてきておりますけれども、加工食品を選定する際に品目横断的に何を

どうするかといったときには、要件Ⅰと要件Ⅱを基本的に維持すべきものであるというと

ころに落ち着いたと思っております。 

 そういった意味から言いますと、これからも、これは新たな制度の表示の目的というこ

とにも関連してきますけれども、新法においても、引き続き要件Ⅰ、要件Ⅱを維持しなが

ら、しかも消費者の誤認をいかに防いでいくかといったことを議論していくのが良いので

はないかと考えてございます。 

 また、実行可能性ということに関しましては、課題が随分ございます。ただ、ここで今

議論をするのがどうかということはございます。けれども、前回のイメージ資料の中には、

原料原産地表示に例えば小麦粉等入っておりまして、事業者のみなさんからは実現可能性
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が相当難しい問題であるというご意見をいただいております。ぜひそういった個々の問題

につきましては、また今後議論するときに申し述べていきたいと考えております。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 仲谷委員、どうぞ。 

○仲谷委員 今まで出た内容とほぼかぶるんですが、事業者は、消費者、お客様のニーズ

にこたえないと競争優位が保てない、これはもう基本的なところでございます。そうした

ときに、本来的に原材料の原産地表示というのは求められているところでありますが、た

だ、第１回目にも申し上げましたが、何でそういうことを求められているのかということ

を洞察することによって、打ち手というのをいろいろ事業者が考えていくと思うんです。

原産地表示をするということを決めたとしても、これは事業者が競争のために行うという

位置づけにして、栄養成分表示が任意でありながら食品の八十何％に表示があるといった

状態を同様にいかにつくっていくかということが重要ではないかと思います。したがって、

原産地表示をするとしても、それは事業者がみずから進んでやれるような促進策あるいは

インフラの整備等、こういうところは本来この検討会で議論するところではないんでしょ

うけれども、そういった方向に持っていくことではないでしょうか。国際的に言いますと、

鬼武委員からございましたけれども、原産地表示を義務化しているというのは極めて少な

いということですので、民間の中の自主的な活動といった方向に持っていけるような体制

とか制度とか、あるいは表示する場合のルールとか、こういったものを整備するというの

が良いのではないかと考えております。 

 以上です。 

○池戸座長 迫委員、どうぞ。 

○迫委員 いろいろとご意見が出てきたところでございますけれども、原料原産地表示の

義務化という言葉がちょっと引っかかってきているところでございます。実際にこの表示

は、消費者への情報提供としては非常に重要なものでしょうし、食品選択に資するという

意味でも重要な意味があるだろうとは思っております。そういう中で、表示による情報提

供として考えていったときに、原産地というものが、過去に産地の偽装があったというと

ころから消費者の不安が非常に高まったのではないか。そのようなことを考えていきます

と、そういう誤認を与えるような表示をどうやって防いでいくのか。そうなったときには、

例えば原産地を冠表示しているとか、強調表示をしているとか、任意にそういう表示をし

たものについてはそこにおける表示義務を課していくといった任意表示と義務表示の組合

せで解決できる方法があるのではないか。また、その食品自体に原料原産地をどう表示す

るかという部分につきましては、東京都さんの例もありますし、それからガイドラインを

お示しいただいた例もありますけれども、それぞれの事業者団体、様々な団体・組織等で

ガイドライン等を設定していただいて、その中で任意表示をまずふやしていくという、先

ほど仲谷委員のほうからもありましたけれども、そのような方法論が非常に大事なのでは

ないかと思います。 
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 以上です。 

○池戸座長 では、山根委員、どうぞ。 

○山根委員 表示の拡大は、消費者の不安に応じるということよりは、商品の実態を知る

ということ、どこのものを使ってどのようにつくられたかというのを知りたいという、そ

れは当然のニーズだと思っています。それにどのようにこたえるかという方向を探るのは

当然のことと思っています。 

 以上です。 

○池戸座長 よろしいですか、大体みなさんのご意見が出そろったようですけれども……。

どうぞ、田﨑委員。 

○田﨑委員 先ほど山根委員から、東京都の冷凍食品の件について教えてくださいという

話がありましたので、お答えします。 

 冷凍食品につきましては、原材料について、原材料の第３位まで、かつ５％以上という

ことで、それの表示をしなさいと。ただ、国産品についてということになっています。表

示のある原材料について、都内に流通する食品ということですので、都内だけではなくて

国内の流通食品について、東京都内に入ってくるものを規制させていただくという考え方

です。実際に、当初一定の試行期間を設けて、かなりできるようになって、継続的な確認

はしておりますが、ほぼできているということでございます。ただ、国産品であるという

ことと、それから冷凍食品の会社というのが、急速冷凍機を設けるなど、結構体力のある

事業者の方ですので、輸入品といったものについては直接関連していませんので、実行で

きているのは、体力のある事業者の方々という認識です。 

 以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 いろいろなご意見をいただきました。それで、かなり同じようなご意見もございました

けれども、私としては、基本的には、原料原産地、原産地というのも含めてでも良いので

すが、消費者が必要で役に立つということを大前提で今まで議論されてきて、例のＪＡＳ

法に基づく品質のルールというのですか、基準もそういう方向で出てきていると思います。

このテーマが「拡大について」というと、拡大するのを前提にという議論にとらえられる

可能性もあるのですが、私自身としては、拡大を前提とするとそれなりの経緯があるかと

思います。本当に必要なものかどうかという原点に返った形で議論する機会はあまりない

かと思います。議論の結果として拡大が必要だということで意思統一、先ほど鬼武委員が

レビューという言い方をされましたけれども、そういう観点で一回検討してみたらどうか

なと思っております。 

 それで、当然のことながら、どういう方法かというのもそれに関連するわけでございま

して、先ほど言った国際的な調和とか、それから実行可能性とか、そういうことで実効あ

るやり方として、義務にすべきものかどうかとか、任意か、あるいはガイドラインがどう

かとか、それからさっき仲谷委員が仰られたように、民間の自主的努力も、これはいろい
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ろな中小企業が多い分野ですので、いろいろなサポート体制とか、そういったものもあっ

て初めてそういう実行可能性があるかと思います。ですから、ここの議論は、これは消費

者庁さんの事務局にもお聞きしなければいけないのですけれども、ただ言えるのは、これ

までＪＡＳ法の世界ではかなり時間をかけて今の品質のルールができていますから、それ

にはそれなりの意味があるのではないかなと思います。ただし、この一元化に当たっては、

品質というメルクマール以外のものも含めて議論しても良いというか、多分そういう前提

でのこの検討会だと思っております。 

 事務局のほうで何かコメントはございますか。 

○増田課長 今この場面で網羅して申し上げるのはなかなか難しいところがあるのですが、

我々の認識としては、今回、加工食品の原料原産地表示の拡大を議論の対象とさせていた

だいた背景となっています、消費者委員会の意見（参考資料）でも、まさに品質の差異を

メルクマールとする表示の拡大には限界があるという指摘があり、消費者庁が必要な検討

を進めることを求めるとあります。かつ、「原料原産地表示拡大の進め方について」とい

うタイトルのもとにご意見をいただいて、必要なものについては拡大していくというのが

基本的な考え方ではないかなとは思っておりました。ただ、もちろんこの場での議論はこ

の場としての意見ですので、拡大ありきということではなく議論するということです。こ

れが検討会の意見だというと、賛否両論あると思いますけれども、委員のみなさまの意見

がそういったことであれば、この後もご意見があればいただきたいと思いますが、今後の

進め方については事務局内でまた検討したいと思います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 さっきの私の発言で誤解されていただくとちょっと困るのですが、例えば、今日資料で

出していただいている惣菜協会さんがつくられたガイドラインとか、あと外食のほうのガ

イドラインも、基本的には消費者がそれを求めているということを前提での取組だと思い

ます。それと、先ほどのような品質という観点だけを見ても、今まで対象になってきた品

目というのも、それなりの根拠のもとでそうなってきたということですので。ただ、枠を

あまりはめずに、さっきの前提となる議論で、品質ということだけではなくて、どういう

ものが本当に求められているかということを前提とした形で、ただし、情報提供としては、

表示がどういう役割を果たし、かつ、表示の中でも、義務なのか、任意なのか、ガイドラ

インなのかとか、そういう議論をもう一回ここで原点に返って少しやっていただければと

思っておりました。それで、そういう点では、さっき幾つかご意見が出ましたので、ただ、

この検討会だけで決める話でもございませんから、また追加的にご意見をいただければ良

いのですが、それも踏まえて、いずれ意見交換会とか、パブリックコメントとか、そうい

うところのご意見を頂戴した上で、もう一度議論するといった形になろうかと思います。 

 時間の関係で、最終的には今日はアンケート調査までは絶対やってくださいと言われて

いますので、ここのところで次の議題に移らせていただきます。ただ、さっきの検討の説

明の続きがございますので、特に２ページの下半分の、これも先ほど少しいろいろなご意
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見もいただきましたが、原料原産地の新たな表示方法についての案について、ご意見ある

いはまたこれに代わる案がございましたら、ご発言をいただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

どうぞ、鬼武委員。 

○鬼武委員 ４つ参考に義務化としてきたところとあるのですけれども、注意が必要なの

は２つ目だと思うのです。「原産地によって品質に違いがみられ、商品の差別化（価格等

を含む）がされていること」となると、これはＷＴＯとか、内外価格差とか、そういう点

からして、国際ルールでこういうことを、アメリカも少しそういう点では言っているかも

しれませんけれども、これはあまり戦略的に良い言い方ではないというか、このことを持

ち出して、そのロジックで品目の拡大ということを考えるということは、結果としてあま

り良い結果に結びつかないということだと私は思っています。前から私はこの主張を持っ

ています。商品の価格差でつくるということです。 

○池戸座長 価格のことですね。 

○鬼武委員 はい、価格ということです。国際ルールに照らすと、これは問題だと思うの

です。 

○池戸座長 わかりました。 

 その他、いかがですか。よろしいですか。先ほどいろいろな全体のご意見のほうをまず

出していただきましたので、これも関連するところだと思いますから、特段ございません

か、今のところは。これもいろいろ議論されてきた経緯がございますので、なかなかこれ

についてさらにというと難しいのかもわかりませんが、事務局としては、何か良い案があ

ればということでのご提案だと思うんですけれども、とりあえず……。 

はい、田﨑委員、どうぞ。 

○田﨑委員 これはかなり議論された内容なのですが、可能性表示について、消費者は国

産か外国産かを知りたいのではなくて、外国産にあってはどこの国かということを知りた

いというのがあると思いますので、そういった意味では重要な情報である商品が多いんだ

ろうと。それから、（ウ）については、対象食品や対象となる原材料の範囲によっては検

討が必要になるだろうということで、その原材料の産地情報というのは必須だと。よって、

事業者に表示を担保させるためには表示伝達がちょっと必要なのかなと、そういったとこ

ろの話も、今後の話ですけれども、ちょっと議論を深めていっていただきたいというとこ

ろです。 

 それから、細かい話ですけれども、「原料原産地」と「原産国」というのはすごくわか

りにくくて、言葉の意味はここにいるメンバーはよくご存知ですが、一般の人が見ると分

かりにくい、そこで例えば、「原料原産地」と「加工国」とか、いろいろ表現の仕方を変

える工夫も必要だと思います。これは景品表示法の告示で「原産国」の定義が決められて

いると思いましたので、消費者庁の管轄だと思われます。この辺も一緒にちょっと調整し

ていただく必要があるのかなというところでございます。 
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 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。その他、よろしいですか。 

森委員、どうぞ。 

○森委員 私から提出させていただいた資料にもここの部分に触れてございますので、簡

単にご紹介しておきたいと思います。 

 最初に、まず可能性表示ということでございますけれども、これにつきましては、大手

食品企業は、ホームページで、商品すべてということではないのですが、できるものにつ

いては取り組んでいる。ただ、あくまでも自主的にということですので、その辺はご理解

いただければと思っております。 

 また、「国産」とか「輸入」ということは、先ほどお話にもあったかと思いますけれど

も、どうしても「国産」という言葉が入ると優良誤認という問題があって、「国産」だけ

を使っている分には問題はないのですけれども、通常、「国産又は外国産」という表示に

なりますと、今の状況では表示ができないということがございます。この辺が大括り表示

に関しての難しい面と思っております。 

 あとは、輸入中間加工品の原産国表示ということで、これは加工地の表示であって原料

原産地表示ではない。この表示をしますと、消費者の方の誤認を招くということで、事業

者にとっても、問い合わせが増える等の課題があって、この辺も実施ということに関しま

してはなかなか難しいのかなと考えております。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 今のご意見も、今までも出ていたようなご意見もあったようなんですけれども、その他

コメントはございますか。よろしいですか。 

 それでは、一応ここの議論は、今日はいろいろみなさん全員にお話ししていただきまし

たので、今日の検討会としては、そういう意見が出たということにしたいと思います。 

 それから、次の議題に移らせていただきまして、今度は食品表示の適用範囲ですね。こ

れは、先ほどもどっちが先かというご意見もありましたが、資料２になります。これも、

かなり幅広い内容になっていますので、とりあえず論点を絞って、時間もうまく使いたい

と思いますので、できるところまでやるということで、そういう効果的な議論をするとい

う観点から、まず６ページの①までをご説明していただくということにさせていただきた

いと思います。事務局のほうでご説明をよろしくお願いしたいと思います。 

○平山企画官 では、資料２について、私のほうからご説明申し上げます。「食品表示の

適用範囲について」という資料でございます。 

 まず１枚おめくりいただきますと、目次を用意してございます。まず最初が、食品表示

の現状ということでございます。これは２枚ほどに整理してございますけれども、まず１

ページ目をご覧いただきたいと思います。上の欄に食品の範囲ということで、ちょっとわ

かりにくい表現で大変恐縮なんですけれども、一番左側、容器包装され、製造場所以外で

販売されるもの、これはいわゆる一般の容器包装されたものとご理解いただきたいと思い
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ます。その次の欄、左から２番目でございますが、製造場所で販売されるものというもの

の中であらかじめ容器包装されているものと、例えば、スーパーで売られているお弁当の

ようなものをご想像いただけると良いかなと思っております。それから、真ん中、あらか

じめ容器包装されずに販売されるもので、注文に応じて容器に詰められるものを含むとい

うことで、いわゆるスーパーなどでお皿にお惣菜が載っていて、100グラム下さいと言っ

たときに、量り売りしていただくといったものをご想像いただければと思っております。

それから、右から２つ目が外食で、一番右側がいわゆるインターネットとか、あとカタロ

グを通じて販売されるものということでございます。これは、商品自体には表示はついて

いる訳でございますけれども、インターネットとかカタログには必ずしも表示されていな

いということで、そのウェブ上の表示というものを対象にしてございます。 

 簡単にその法律の適用関係を整理してございまして、ＪＡＳ法につきましては、一番左

側、これが○ということで、いわゆる一般の容器包装されているものということでござい

ます。それから、食品衛生法につきましては、一番左側の容器包装されているものと、先

ほどご紹介したスーパーで売られているようなお弁当、つくったところであらかじめ容器

包装されているものというところまでが対象になっているということでございます。 

 それから、注１でございますけれども、最近、ルール化された生食の食肉の表示でござ

います。これはあくまでも品質の中身というよりもそのリスクについての表示ですので、

一応ここでは×にしてございますけれども、該当としてはこの中に入るということでござ

います。それから、健康増進法につきましても、いわゆる容器包装されているもの、それ

からお弁当のようにあらかじめ容器に包まれて、つくったところで売られるというものが、

任意でございますけれども、対象になっているということでございます。一番右側のイン

ターネットについては、商品には表示されているけれども、購入時にはそれが見えないと

いうものでございます。 

 １枚おめくりいただきますと、項目ごとに分けて適用関係を整理してございます。一番

上が、容器包装され、製造場所以外で売られるもの、いわゆる一般の容器包装されている

ものでございます。これは、左のほうから名称、原材料名等々ございますけれども、基本

的にはこういった項目が表示されているということでございます。一番右の栄養成分表示

については任意ということでございます。 

 それから、容器包装が小さい商品がございまして、これは表示事項に限りがありますの

で、そのうちの名称、例えば輸入の場合には原産国、あと内容量、販売者名等、これらに

ついては書いていただくということになっております。 

 それから一番下でございますけれども、先ほど申しましたお弁当のようなもの、つくっ

たところであらかじめ容器包装されたものということでございますと、名称、アレルギー

表示、添加物、それから期限表示、保存方法、製造所の所在地、あとは遺伝子組換え等々

ということでございます。当然、これは主なものでございますので、これ以外にもいろい

ろな各種の法律で表示が義務づけられているものがあるということをご紹介しておきます。 
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 それから３ページでございますけれども、ここは、今、適用範囲に関する各条文を載せ

てございます。基本的には、容器包装に包まれたものに記載するというのが原則だという

ことが読み取れるかと思います。 

 それから４ページでございますけれども、ここも先ほどのご議論でいろいろございまし

たけれども、自主的な表示への取組ということでございまして、表示の対象にはなってい

ないんですけれども、自主的な取組がされているものということでございまして、幾つか

紹介してございます。４ページ目の左側がいわゆるインストア加工で提供される食品で、

そこの絵にもございますように、その場でつくられて、容器包装されて売られているお弁

当のようなものというものでございます。それから右側が量り売りで提供される食品で、

絵にもございますように、例えばスーパーの中で調理したものをお皿に盛って、購入者の

方の注文に応じて、100グラムとか200グラムとか、量り売りで提供されるものということ

でございます。 

 それで、下に、資料でもご提供いただいてございますけれども、例えば、日本惣菜協会

の中ではガイドラインをつくっておられて、原材料名、原料原産地名、アレルギー物質等

の情報提供を行っておられる。それから、日本チェーンストア協会の中でも、自主的な取

組ということで、必要な表示の取組をされているというところでございます。 

 それから次の５ページでございますけれども、ここは左右２つ例がございまして、１つ

が外食でございます。そこに写真でも紹介してございますけれども、このように一定のガ

イドラインをもとに産地といったものが表示されているというところでございます。 

 下に、これは農林水産省でございますけれども、外食の原産地表示ガイドラインという

ものができて、情報提供に努めているというところであります。 

 それから、右側がインターネット、あとカタログで、ちょっと先ほどはご紹介しません

でしたが、例えば自動販売機とかといったもので提供される食品のそれぞれの表示という

ものがあろうかと思っております。 

６ページ目、ここが議論の中心になろうかと思っているところでございまして、まず

１つ目でございますけれども、今ご紹介したようないわゆる法令の適用対象とはなってい

ないというところでございまして、そこについて、実際に食品表示についてどのように考

えるべきかということでございます。今まで申し上げた４つの形態、これには限らないと

思いますが、代表的な形態として、１つ目はインストア加工で提供される食品、お弁当の

ようなものでございますが、それから（２）が量り売りで提供される食品、あと外食、そ

れからインターネットなどで提供される食品のインターネット上の表示といったものにつ

いてご議論いただければと思っております。 

 なお、これも先ほど来ご議論いただいておりますけれども、販売形態によっては、ガイ

ドラインなどに基づいて表示に取り組んでいるというところがありますので、このような

取組もどのように評価していくかということもあわせてご議論いただければと思っており

ます。 



 18

 それから、留意すべき事項ということで、２点ほど整理してございます。１つ目は、新

たに表示をするということとか、さらに表示事項をふやすということは、事業者にとって

はコストアップの要因になるということがございまして、それがめぐりめぐって消費者の

ほうに回っていくということがあります。それが転嫁された場合には、そのコストを消費

者の方もご負担いただくということに留意することが必要ではないかということ。それか

ら、実際にここで、例えば適用範囲を広げてみましょうといった議論があるかと思います

けれども、これも先ほど委員の中からご指摘がありましたけれども、例えば法律で対象に

したといっても、履行できるかどうか、いわゆる実行可能性というものについて、具体的

に検証することが必要ですので、この場で、例えば広げるという方向になったとしても、

その先には実際にできるかどうかといったことの実行可能性、これは具体的に別途検証し

なければいけないということは思ってございます。 

 非常に駆足でございましたけれども、私のほうの説明は以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 とりあえず６ページまでのご説明をいただきました。特に６ページの①の論点を中心に

ご議論いただければと思います。 

 それから、本日資料を提供していただいております二瓶委員におかれましては、今の議

論と関連してご説明されることがございましたら、よろしくお願いしたいと思います。ど

うぞ、ご意見を。ではとりあえず、二瓶委員。 

○二瓶委員 委員のみなさまのところに当協会の情報提供ガイドラインという冊子が行っ

ているかと思うんですが、これはこの本文とＱ＆Ａと、本当はもう一つあって、Ｑ＆Ａは

みなさんのところにないんですね。簡単に説明しますと、このガイドラインの目的は、消

費者と食品事業者との信頼関係の強化だということが第一でありまして、一層その関係を

強化してまいりたいということです。今、平山さんからも説明がありましたが、販売形態

とか業態によって義務表示の適用の差異がありますし、消費者の方々も、そのことについ

てわかりにくいし、同じような商品なのに、なぜこっちに表示があって、こっちにないの

かといったことが指摘されたりしました。そういうことで、たとえ義務表示の対象でない、

それを免除されているような業態であっても、情報発信をもっともっとやっていかないと

消費者のみなさんに信頼されないという危機感もあったということで、自主的な取組の指

針としてこのガイドラインを制定したわけです。今このガイドラインの普及を図っていま

すけれども、法的な義務表示の基準を守っていく、適正表示をしていくというのを前提に

して、商品特性や売場の状況を見ながら、様々な方法で情報提供していこうという趣旨で

ございます。 

 この冊子の16ページ、最後ですけれども、こういう検討委員のみなさまに消費者団体を

含めてご論議いただきました。もちろん、私ども協会に関係するそれぞれの業態の会員企

業等に参加していただいて、池戸先生を座長にして検討作業を進めてまいりました。検討

過程はその前のページにありますので省略しますけれども、ちょうど１年前の昨年12月か
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らスタートして、途中まとめの時期に東日本大震災があって、延期せざるを得なかったと

いうこともあったんですが、何とか６月にこれを発表するに至りました。そのようなこと

です。 

 その後の普及という意味で言うと、私ども協会の各支部の総会とか会合とかセミナー等

でこのガイドラインの普及を要請し、それから私どもの協会で展開している事業である惣

菜管理士という資格制度があって、その惣菜管理士の受講生や資格を取得された方々への

フォローアップセミナー等でもこのガイドラインの普及を進めております。 

 ガイドライン適用についてなんですけれども、これも冊子に出ていますので簡単にしま

すけれども、売場等での問い合わせの多い事項とか、その要因と考えられる販売形態の差

異などから、原材料名、それから原料原産地、アレルギー物質、この３つの項目について

自主的な取組をしていこうと。この販売形態による義務表示の差異というのは、この冊子

の11ページの図で示しておりますので、これをご覧いただいて、先ほどの消費者庁さんの

資料と似ていると思うんですけれども、どういうものが義務表示を免除されていて、下の

マトリックスにありますように、ガイドラインではどのようにそれをカバーしていくのか

といったことの表現にしております。これらについては、以上の３項目、原材料名、原料

原産地、アレルギー物質については、比較的問い合わせが多いこと、それからアレルギー

物質については、健康危害に直結するものでありまして、販売形態、例えば容器包装入り

の商品であろうとばら売りの商品であろうとリスクは同じですので、ばら売り商品につい

ては義務表示ではありませんけれども、そのリスクは同じだということから重視いたしま

した。 

 対象事業者は、当然私どもの会員企業をはじめ、惣菜・弁当等を扱う事業者を対象とし

ました。ちなみに、今私どもの会員数は、正会員が255社、賛助会員が115社ということで

やっております。 

 それから、情報提供の手段は、それぞれの業態や商品特性に合わせて、実行可能な方法

でやっていく。１つはプライスカード。それから２つ目としてはボードやＰＯＰ等。以上

の２つは、プライスカードやボード・ＰＯＰ等については、言ってみれば近接表示といっ

た形でやっていく。それから３番目には商品ラベル、プライスラベルともいいますけれど

も、一括方式の表示という形でやっている。それから４つ目にはお客様からの問い合わせ

に対する口頭による対応。それから５つ目はホームページによる案内とか説明。それぞれ、

できることからやっていこうと。それから、可能な方法をとる。しかも、それを組み合わ

せて、重層的な方法で展開していこうという趣旨でございます。 

 まずそれに当たって大事なのは、適切な表示もそうですけれども、情報提供のためには

情報管理体制の整備が必要で、このガイドラインを推進していくにはそこがかなめになる

ということで、消費者への正しい情報提供のためには、適正表示の担保と同様に、種々の

情報提供の中身について、正しいものを担保していくという意味で言うと、原材料の規格

書とか商品規格書といったものをきちんと整備していくというのが前提になるといったこ
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とを、推進していくに当たって強調しております。 

 それからもう１枚、別にぺら１枚の資料がお手元にあると思いますけれども、これは

「惣菜管理士のいる店」の店頭表示ということです。これは2009年10月からスタートして

いる事業なんですけれども、先ほど申し上げましたけれども、私どもでは惣菜管理士とい

う資格制度を運営してまいっております。今、惣菜管理士というのは13,900人ほどおりま

して、各種様々な企業・団体でみなさん活躍されております。これらの惣菜管理士の方が

配置されているような売場あるいはこれから配置するような売場については、「惣菜管理

士のいる店」という表示を、ペナントのようなものをつけているわけです。消費者の方か

らいろいろなことをフランクにお聞きいただけるようにしようということで、先ほどのガ

イドラインと関連するんですけれども、消費者のみなさんのご意見や要望、それから事業

者側からの表示に関係する情報も含めて、様々な情報発信をして、コミュニケーションを

強めていこうということでやっております。現在実施している店舗は、ここでみなさんに

お配りした資料はちょっと前のもので、12月現在ですと、もっと増えております。おそら

く222店舗ぐらいになっていると思います。そのような状況で、１都14県、スーパーマー

ケットとか生協とか専門店、中には道の駅とか、そんなところで展開しております。 

 この事業の背景としては、惣菜産業については、当協会の惣菜白書でも公表しておりま

すけれども、８兆円というマーケットになっておりますし、一方で食に関する全体の消費

者のみなさまのニーズも多様化していますし、特に中食や外食に対してもいろいろなご意

見をお持ちだと思いますので、そこで食品に関する知識を、総合的な知識、専門的な知識

を含めて修得している惣菜管理士のみなさんに、店頭においてもっと消費者対応の面で活

躍していただこうということでやっております。店頭のＰＯＰや表示だけでは伝え切れな

い商品の特徴や情報を正しくお伝えするということがこれで実現していっているように思

います。そのようなことでこの店頭表示というものをやっています。これは、義務表示の

適用外ということもありますけれども、これからは私の意見になりますけれども、原料原

産地の表示義務の拡大なども含めて、新たな表示義務の拡大とか、新たに設けるというこ

とになる場合は、どうしても実行可能性といいますか、正しい表示を担保しながらやって

いくというのは業態特性や商品特性で無理な分野はあろうかと思うんです。そういう意味

で言うと、適正表示の確保ということが困難な分野については、新たな義務表示の拡大の

前に、こうした実効性のある自主的な取組とかガイドラインの推進といったことについて、

こういったもので消費者に対する情報提供の促進についての施策をもっと重要だと位置づ

けていただく必要があるのではないかと思います。 

 そのようなことでございます。 

○池戸座長 詳しいご説明をありがとうございました。 

 今のご説明も含めまして、先ほどの事務局の説明の中身について、ご意見、その他ござ

いましたら、どうぞ。では、丸山委員。 

○丸山委員 食品表示の適用範囲の考え方ということで、改めて、いろいろな私たちが商
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品・食品を購入したり、それから外食サービスを利用されたりするときに、いろいろな場

面があるなということを思います。そういう中で、今も二瓶委員からご説明がありました

とおり、業界団体でガイドラインをつくって、それで業界全体の底上げを図ろうとしてい

るという取組はとても大事だと思いますし、そのようなものが評価され、そのようなこと

に率先して取り組んでいるところの利用がどんどん広がるということが社会的にとても大

事だろうと思います。一方で、それとの関係で、最低限これはということについてはちゃ

んと義務を課していくということと組み合わせてやることが大事だと思うんです。そのよ

うなときに、例えば、一方で実際にかっちりした容器包装で提供されているものからこう

いう形でいろいろな場面があって、それで実際の表示、情報提供というのは本当にいろい

ろあるということの中で、実際はそのいろいろあるほうの部分というのが利用場面として

多くなっている、頻度としては。例えば、インターネット販売のような通販とか、それか

らスーパーでも生鮮４品とベーカリーの関係というのは大変強化している分野でもありま

すので、そういう点でそういうところの利用が増えているということの中で、従来はあま

り表に出なかった部分で、例えばアレルゲンの表示だけはどうにかしてほしいとか、その

ような部分というのは意見で出ていると思いますので、そのようなことを全体に合わせて

検討していくといったことがとても大事ではないかなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 特に、消費者のところから直接聞いている中では、アレルゲンの表示について、特に対

面販売的な部分と、それから通販関係のところでは、少なくともその辺については一歩進

んで、ちゃんと位置づけてやってほしいといったことを聞いています。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 その他で。どうぞ、手島委員。 

○手島委員 対面販売といった形になりますと、提供できる情報が限られてくるというこ

とにはなると思います。健康被害が大きいという意味では、アレルギー表示が一つ情報提

供してあるということが非常に重要だとは思うんですけれども、あとは実行可能性という

ことがあると思うんですが、最近ＥＵの中での新しい食品表示規制が発表されて、アレル

ギー情報に関しては、すべての食品に情報が表示されるということも言われていますので、

可能であれば、外食産業のものに関してもアレルギー表示は進めていっていただければと

思います。 

○池戸座長 中村委員、お願いします。 

○中村委員 外食において調理というのは何をもって調理というのかと。すなわち、この

頃のチェーン店で見れば、具自身を一括してどこかの工場で生産したり、あるいは調味料

とか調味液をどこかの工場で大量に生産しているわけです。実際は、加工食品と同様の情

報が提供可能である状態にかなりの部分がなっているのではないかと思うんです。したが

って、単純に外食産業だからといって、そこで調理というのは何をもって調理とするのか

ということで、ただ温めているだけとか、そういうものもたくさんあるわけですから、か
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なりの部分で情報提供を拡大していくというのは容易だと思うし、先ほども仰られたよう

に、アレルゲンであったり、あるいは食塩であったり、消費者にとっては表示してほしい

項目を拡大していっていただきたいと思います。 

○池戸座長 どうぞ、迫委員。 

○迫委員 ２点ほど申し上げたいと思います。 

 まず１点目、アレルギー表示の問題でございます。これに関しましては、アレルギー表

示として規定されている原材料、それ以外のものでも多数のお子さんがアレルギーを起こ

していらっしゃいます。アレルギー物質として表示義務のないゴマとか、様々なもので起

こって、また増えているという話も聞いております。そうすると、原材料表示というもの

をできるだけ詳細にしていくという、この方向性が、外食であっても、量り売りであって

も、当然必要になってくるだろうと。これは命にかかわる表示でございますので、アレル

ギー表示として義務付けられている、あるいは推奨されている特定原材料等だけに限定す

ることのない表示の仕方ということを考えていく必要があるだろうということが１点目で

ございます。 

 それから、その次に命にかかわるものと同時に健康にかかわるものというところでは、

先ほど食塩という問題を出していただきましたけれども、同時に総エネルギーの表示は、

これも現在の健康問題を考えれば欠かせないものであろうと思っております。 

 以上２点でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 その他。どうぞ、仲谷委員。 

○仲谷委員 食品表示の範囲ということでございますけれども、消費者の側から見れば、

いわゆる食品を購入もしくは食べるときにどういう情報が必要かということで言えば、当

然、容器包装されたものあるいは外食を問わず、必要なものだろうと思います。ただし、

必要だけれども、どういう情報が本当に必要なのか。何もかも容器包装されたものと同等

な情報をすべての商品・食品に求めるというのは、非常に実効性が低い。例えば外食であ

っても、いわゆる組織化された外食産業から小規模の外食店までいろいろあるわけで、そ

れは小規模であってもきちんと表示、情報を提供できるところもあると思うんですけれど

も、技量等のお話からすると、組織化されていない場合についてはなかなか困難なものが

あるでしょう。そういったものをすべて網羅しなければならないということは非常に厳し

いでしょう。したがって、今、迫委員からもありましたと思いますけれども、どういう情

報が、消費者が食するときに必要かということを最低限決めて、そういったものの情報を

提供するような制度と、果たしてそれが先ほどから言っていますように義務化なのかとい

ったところをきちんと整理して、何回も繰り返しますけれども、事業者は消費者との信頼

を構築したいわけですから、そこを自主的に取り組めるような制度、インフラづくりとい

うのが重要ではないかと思います。 

 以上です。 
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○池戸座長 今、表示の中身も含めての議論になってきましが、時間の関係もあるので、

この後に個別の業態ごとの表示の中身の資料がありますから、事務局のほうで一括してざ

っと説明していただいたほうが、議論が含まれておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○平山企画官 では、私のほうから先ほどの資料の後半をまとめてご説明させていただき

たいと思います。業態ごとに分けてございまして、かなり重複が多いかと思いますけれど

も、簡単にまとめてご説明したいと思います。 

 ６ページの下でございますけれども、②といたしまして、販売形態ごとに、どのような

情報が求められるか。今、委員の中からもご意見がございました。それから、どのような

情報伝達の方法が考えられるのかということについてご議論いただきたいなと思っており

ます。 

 ７ページ目でございますけれども、まず１つ目の形態として、インストア加工で容器包

装されて提供される食品、要はお弁当のようなものでございますけれども、どのような情

報が求められるのかということで、幾つか例として掲げてございます。一番左側の例でご

ざいますけれども、かなり多うございますけれども、基本的に容器包装ということで、容

器包装されたものと同等の項目を表示してみたもの。それから真ん中でございますけれど

も、例えば、実際にその商品を買うときの選択で必要な項目を表示するといったことにし

てはどうかということ。それから一番右側、例３でございますけれども、これは、商品を

買った後、実際に食べるときに見る必要があるようなものに限定してはどうかということ

でございます。例えば、例２でございますけれども、買うときには原材料名、アレルギー

表示、遺伝子組換えあと添加物といったもので、どちらかというと、中身に関係するよう

なものを中心に掲げている。例３では、どちらかというと、消費期限とか、あと実際に販

売した方、例えば商品に問題が出た場合に、どこで買ったかわからないと困りますので、

例えば販売者名を書いてみるといったことがあるのではないかということでございます。

これはあくまで例でございますので、これ以外の考え方もあろうかと思っております。 

 それから８ページ目でございますけれども、ここはインストア加工で容器包装されて提

供される食品に関する情報の伝え方というものでございまして、ここもその例として幾つ

か用意してございます。例Ａというのが、これはかなり手厚く、基本的には一般の容器包

装と同様に表示するというもの、これが一番手厚い方法かなと。それから、例Ｂでござい

ますが、これは中間的といいますか、商品には、実際に買った後、食べるときに見る表示

事項を書く。実際に買うときに必要な表示というのは店頭に表示してもらう。ですから、

店頭のＰＯＰと容器包装の表示で使い分けするということが一つ考えられるのではないか

なと。それから例Ｃとしては、代表的なものをプライスカードとかＰＯＰを用いて表示す

る。ただ、その他として、組み合わせるということですけれども、関心があれば店員に確

認できる旨の表示をする。例えば、先ほどの惣菜管理士さんのような方を置いていただい

て、その方に聞くと詳しい情報がわかるということとか、あと、別途の情報提供カードの
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ようなものをつくって、消費者が「ちょっとこれ、わからないんだけれども」といった場

合には、そのカードをお渡しするといった方法がある。こういったものを組み合わせてや

ってはどうかと思っております。 

 それから９ページ目でございます。ここはタイトルで「義務化についてどのように考え

るのか」ということでございますけれども、表示の取組を進めるに当たって、念頭に置い

ておいた方が良いと思われる事項を素材として提供してございます。 

 メリットのほうは、要は表示したときのメリットでございまして、まず１つ目は、消費

者の商品選択に資するということ。それから、事業者の方からすると、個別の照会が減る。

要は、表示を見ればわかるので、個別の問い合わせが減るので、その分、業務が軽くなる

ということもあるのではないかなと思っております。 

 片や、表示することによって何か問題点、課題があるかなと思ったときに、いろいろな

食材を使う。それが頻繁に変わるので、例えば表示を正確にするためには、コストアップ

につながったり、表示のミスにつながるといった可能性があるのではないかと。それから、

その表示事項が増えてくると、表示する面積が増えてきますので、そのため容器包装でも

表示ばかりになってしまって、中身が見えないとか、あとＰＯＰにするにしても、そのデ

ィスプレイで結局表示だらけになってしまってなかなか商品が見えないとかといったこと

もあるのではないかと。それから、例えば使う原材料を明らかにする。これは基本的に重

量順に入っていますので、レシピが明らかになるということもあるのではないかなと思っ

ております。 

 一番下は参考でございますけれども、これは例えば店頭であれば、先ほどの繰り返しで

すけれども、店員の方に聞けば、必要な情報を入手することが可能ではないかということ

とか、あと、これも先ほどからご紹介いただいておりますけれども、既にガイドラインな

どによって表示に関する自主的な取組が推進されているということは念頭に置くことが必

要ではないかなと思っております。 

 10ページ以下でございますが、業態ごとに続いておりますけれども、私のほうで駆足で

ご紹介したいと思います。 

 10ページは、量り売りで提供される食品、まさにお惣菜のようなものでございます。こ

こも例を３つ掲げてございまして、左から、基本的に容器包装と同等の項目、真ん中が、

買うときに必要ではないかと思う項目、それから一番右に、買った後、実際に食べるとき

に見る必要があるというものを掲げてございます。 

 それから、ちょっと先に進みますけれども、11ページ目のところでは情報伝達の方法と

いうことで、これも例を幾つか用意してございまして、例Ａというのは、かなり手厚い表

示で、店頭にも表示するし、その商品の包みにも同じことを表示する。それから、例Ｂ、

これは中間的でございますけれども、先ほどとほぼ同じですが、店頭には買うときに見る

表示事項を書いて、実際に購入した商品には、買った後、消費するまでに必要な事項を分

けて表示するということ。それから例Ｃといたしましては、代表的なものについて、プラ
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イスカードやＰＯＰを用いて表示する。これも先ほどと同様ですけれども、関心事項があ

れば店員の方に確認できる旨を表示する、あるいは情報提供カードのようなものを用意し

て、消費者の方の求めに応じて配るようにしておくということも考えられるかと思います。 

 それから、12ページ目でございます。これは、先ほどの表示をするに当たっての良い面、

悪い面ということで、かなり重複するところがございますけれども、良い面としては、商

品選択に資するということ。それから、書いてあれば、いろいろな個別の照会が減るので、

事業者の方の業務の負担が減るのではないかということ。片や、表示があると、コストア

ップとか表示のミスがあるのではないか。それから、ＰＯＰなどの表示が多くなることに

よって、実際のディスプレイに影響があるのではないか。あとは、使っている材料が明ら

かになることによって、そのレシピなどが明らかになるのではないかということ。 

 参考として、先ほどと同様ですけれども、お店の方に聞けばわかるのではないか。それ

から、ガイドラインなどの取組でも、表示に関する自主的な取組が推進されているという

ところでございます。 

 13ページ目以下でございますが、ここは外食で提供される食品ということでございまし

て、ここには例を一応２つほど用意してございます。まずは例１、これはどちらかといえ

ば手厚い表示でございまして、基本的に容器包装と同等の項目から、要らない項目を除く

と。例えば、下に括弧書きがございますけれども、期限表示とか保存方法というのは、そ

の場ですぐ摂食するので要らないのではないかと。あと製造者等の名称とか所在地も、そ

の場で調理されているのが明らかなので要らないのではないかと。こういった要らない項

目を外したものが必要ではないかと。それから例２は、もう少し絞って、今ご議論いただ

いたように、アレルギー表示といったものとか栄養成分表示といったものを中心に書くと

いうことでございます。 

 それから14ページ、ここは提供の方法でございます。ここも例を３つほど用意してござ

いまして、例のＡが多分一番手厚い方法で、もうメニューに全部書いてしまう。本のよう

な形とか、壁に張ってあるような形ということでございます。それから例Ｂは、もう少し

中間的なものでございますけれども、いわゆる普通のメニューの他に、そういったいろい

ろな情報を記載したメニューを別途用意して、お客さんの求めに応じて提示する。要は、

見せてほしいといったときには見せるようにしておくということ。それを例えば本にした

形で店舗に備え付ける場合もありましょうし、例えばパンフレットのようなものをつくっ

てご提供するといったことが考えられるのではないかということでございます。例Ｃでは、

例えば二次元コード等を示して、必要に応じて携帯電話等で見ていただけるようにすると

いうのも一案かなと思っております。 

 15ページでございますが、ここも、表示に当たって、良い面、悪い面、それからあと参

考として頭に入れておくというものでございます。これも先ほどの２例とかなり重なる部

分があるのですけれども、表示することの良い面としては、消費者の商品選択に資すると

いうことと、個別の照会が減るということ。デメリットというか、課題としては、コスト
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アップとか表示ミスにつながる可能性があるということ。あと、これは多分、外食産業に

特有なのかもしれないですけれども、かえってコストアップとか表示のミスを防ぐために、

メニューが画一化する。例えば日替メニューのようなものをやめて、とりあえず毎日同じ

ようなメニューにする。そうすると、確かにミスはなくなるのではないかなということ。

それから、原材料が明らかになることによって、ある程度レシピがわかってしまうのでは

ないかということでございます。 

 参考として、これはお店の方に聞けば一応わかるのではないかということとか、これは

多分外食のほうではかなり特有かなと思うのが、注文のときに必要な調整、例えばこうい

った食材を使わないでといったことをあらかじめお願いするといったことで調整すること

は可能ではないかなと思っております。一番最後は、ガイドラインによって表示に関する

自主的な任意の取組が推進されているということでございます。 

 それから16ページ、これが最後のカテゴリーでございますけれども、インターネットや

カタログにおける表示の考え方ということでございます。繰り返しですけれども、商品自

体には表示があるのだけれども、買うときにはインターネットとかカタログ上で表示が確

認できないものということでございます。これも例を幾つか用意してございまして、例１、

これは一番手厚い方法で、容器包装に書いたものと同じものを書くということ。それから

例２、すみません、この冒頭に「案１」となっていますけれども、「例１」でございます。

例１から、いわゆる期限表示など、個別の商品によって異なる表示事項を除く。ですから、

共通なものに限ってネットとかカタログに載せてはどうかということ。それから例３は、

もう少し焦点を絞って、アレルギー表示とか栄養成分表示のようなものに限って表示して

はどうかということでございます。 

 それから、17ページでございますけれども、その情報伝達の方法でございます。これは

例を４つほど掲げてございまして、例Ａが多分一番きちんとした方法だと思うんですが、

本当にウェブサイトとかカタログにすべての表示事項を載せてしまうというもの。それか

ら例Ｂは、かえって表示はしないんだけれども、消費者からの求めによって、そういった

義務表示の詳細が書かれた書面をすぐに提供する旨の表示をする。ですので、知りたい方

は請求する。すると、すぐそういった書面が得られるというもの。それから例Ｃは、中間

的なものでございますけれども、一部の重要なものについては載せて、あわせていわゆる

問い合わせ先の電話番号をお示しして、これ以外に気になるものがあれば、窓口のほうに

問い合わせていただくように表示するということ。それから、自販機などについても、お

客様窓口の電話番号といったものについてご紹介して、気になるなといった場合にはそち

らにおかけいただくというのも一つの案かなと思っております。 

 18ページ目でございますけれども、メリットのほうは先ほどと同じですけれども、商品

選択に資するということと、個別の問い合わせが減るのではないかということ。それから、

デメリットというか課題でございますけれども、自販機でございますけれども、表示スペ

ースを確保するというのはなかなか難しいということ。それから、ネット販売についても、
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表示項目が増えてしまうと、かえってそれぞれの方が必要な情報が探しにくくなるのでは

ないかということ。それから、それぞれの表示事項というのは頻繁に変わる。例えば、自

販機でもかなり常に商品は変わっているかと思うんですけれども、インターネット上の表

示と実際の商品との同一性を確保するためのコスト・管理が難しいのではないかというこ

とでございます。 

 参考といたしまして、自販機とかカタログなどを見ても、問い合わせ窓口を設けてある

ことが通例かなということ。それから、自販機などについては、どちらかというと、そこ

へ行って選ぶというよりも、自分が欲しいものを自販機に行って買う。もともとなじみの

深い商品を取り扱っていることが多いということなので、そういう意味では、買う商品に

ついては既に知っているということが多いのではないかなということも頭に入れておく必

要があるのかなと思っております。 

 最後の19ページ目、今までご紹介したメリット・デメリットと参考については、かなり

ばらばらに書いてございますので、それぞれ形態ごとに一括して表にして整理してござい

ますので、これは議論の際に参考にしていただければと思います。 

 大変駆足でございましたけれども、私からの説明は以上でございます。ご議論のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 適用範囲について、今日の資料を全部、一応ご説明いただきました。全体を通してで結

構ですので、とりあえずご意見などございましたら、どうぞ。資料におけるデメリットと

いうのは、どちらかというと課題みたいなものを含めてのデメリットということだと思い

ますので。 

どうぞ、山根委員。 

○山根委員 ありがとうございます。まず７ページなんですけれども、どのような情報が

求められるのか。これはたたき台のようなご提案ということですが、例１と例２を比べま

すと、購入時の判断に必要な項目に限定ということで、保存方法や製造所所在地等が削ら

れる形になっていますけれども、当然購入時に保存方法や販売者名などを確認したいとい

う消費者もたくさんおりますし、どういうことでこれはこういう提案になったのかなとい

うことがちょっとございます。先ほどお惣菜の業界の方のお話もありましたけれども、お

弁当とかお惣菜とか、インストアでもとても頑張って表示していただいていると思ってお

ります。そういった頑張って表示している事業者にとって不公平にならないようなルール

化をぜひお願いしたいと思っています。それはここに限らず、先ほどの原料原産地等々の

表示でも同じように思っています。今できている表示が義務化されても、そんなに無理は

ないだろうと、デメリットは少ないのではないかと感じるわけですけれども、デメリット

の部分がとても強調されているように思います。 

 それとあと、表示のミスが頻繁にありそうということも書かれていますけれども、これ

も私にはよくわかりません。ちょっと書き間違えのような軽度なミスと、悪質な偽装のよ
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うなものとは全く別に考える必要もありまして、ただ一律に厳罰化ということで決めるこ

とはおかしいことですし、そのあたりもちょっと注意して見ていく必要があると思ってい

ます。 

 それと、ごめんなさい、もう１点。ここの中には出てこないんですけれども、適用の範

囲ということの中で、私がたびたび言っていますアルコールを食品表示に入れてほしいと

いうことについてです。たびたび言っていますから繰り返しになりますが、お酒と清涼飲

料の境が全然なくなってきていて、あいまいになってきている現状がありまして、問題も

いろいろとある。それで問い合わせとか要望をするにも、お酒の表示については国税庁、

ジュースは消費者庁、それでは表示の一元化ではないと思います。今日もそういった発言

をするつもりでおりましたが、ご紹介はなかったですけれども、今日は国税庁の方も会場

に見えているようです。ですから、この一元化は難しいのを覚悟で国税庁と協議を始める

ことを決めていただけたのかなと思って喜んでいるところです。ぜひよろしくお願いしま

す。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 その他にございましたら……。どうぞ、森田委員。 

○森田委員 実際にインストア加工とか外食とか、一言で言っても、本当に小さいところ、

家族でやっているようなお店もありますし、そういうところに表示を義務づけるというこ

との実行可能性についてはどうなのかなと私は疑問には思っています。その中で、先ほど

迫委員が仰られたように、では表示するならどこから表示するかということを考えると、

リスクとか、そういうところからが大事だなと思います。表示の目的にもう一回戻ってい

きますと、全部が並列ではなくて、実はリスクのあるものというのが一番消費者にとって

重要な情報だと思います。というのは、今回、生食の食肉のリスク表示が実現したときに、

私は「ああ、できるんだ」と思ったんです。今まで外食の表示というのは表示の範囲の外

であり、義務づけてもできないと思っていたんですけれども、リスクに関するものならで

きる。情報の重みというのが、リスクの大きいものは重みが大きいと思いますし、そうで

はなくて情報をということになると、例えば原料原産地表示でも、原産国は重要かもしれ

ませんけれども、加工食品の複合的なものの原料原産地表示といったものは、情報の重み

づけという意味で薄いのではないかなと思います。 

 また話が戻ってしまうんですけれども、こうやって外食とか、いろいろな可能性を見て

いると、そもそも表示の目的は何だろうなと思ってしまうんです。先ほど原料原産地表示

の中で、例えば何カ国かを並べるとか、可能性表示というのが出てきましたけれども、そ

ういうものは重みづけとしておそらく一番薄いというところであるかと思いますし、まし

てや正しい表示からも遠ざかってしまって、例えば４つとか５つとかあって、一番最初に

書いてある産地のものが一番多いとか、いろいろな誤解を生むと思います。原料原産地の

可能性表示は、先ほどちょっと言いそびれたので言うんですけれども、表示の中では排除

した方が良いと思います。 
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そういう意味で、表示の目的に戻りますと誤認させてはいけないという目的が一つあ

るかと思います。今回景品表示法が外れていますので議論から排除されていますけれども、

食品表示を考えるときに、食品表示の法律というのは偽装を防ぐところから始まった歴史

もありますから、もう一回誤認というところを目的に入れて、考えたほうが良いのではな

いかなと思っております。 

 すみません、また最初の目的に戻ってしまったんですけれども、各論をこのように議論

していくと、またこうやって目的に戻っていくので、今後のこの議論の順番ということも

含めて検討していただきたいと思います。 

○池戸座長 誤認の話も含めた目的のほうは、まだ議論が十分尽くされていませんので、

現在事務局の方に対して委員のみなさま方にご意見もいただいておりますから、そういう

ところでもまたぜひご提案いただきたいと思います。 

 では、市川委員。 

○市川委員 食品表示の適用範囲に関して、今回議論しましたインストア加工とか、量り

売り、外食までのところは、私たち消費者が買ったり、家に持ち帰って食べたりとか、い

わゆる中食とか外食というのである程度察しがつくのですが、ネットやカタログとなって

くると、買う範囲が非常に広くなると思うんです。だから、一緒くたの議論というのはち

ょっと乱暴ではないかなと思っています。 

 それから、もし表示の義務化とかという話になってくると、インストア、量り売りとか

大手から零細なところまであると考えると、表示のミスとかヒューマンエラーというのは

あり得るわけです。これまで軽度なミスによる自主回収でいかに食品ロスをたくさん生ん

できたかというのはさんざん報道されて、私たちもよくわかっていますので、そこの過ち

は繰り返したくないなと思っています。そういう意味では、先ほど最初の発言でも言いま

したけれども、確かに消費者にとって必要な情報ではあるのですが、持続可能な社会とい

う視点も入れた、もっと全体的な視点を入れた表示のあり方を考えていくべきだと思って

います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 では、先に中村委員、どうぞ。 

○中村委員 私は、こういう表示ミスにつながるというのがたくさん出てくるんですが、

こういう産業が本当にそれで持続するのかなと思うわけです。消費者と事業者の方々とい

うのはWin－Winの関係ですから、情報の非対称がないように、情報をきちんと表示して伝

えていくというのを普通やらなければならないわけですから、こういうミスがある、ミス

がある、だからやめていこうという議論というのは、何かどうも僕はついていけないなと

思います。 

 以上です。 

○池戸座長 ではこちらから、どうぞ。では、迫委員のほうから。 

○迫委員 ありがとうございます。１点だけ。先ほど、インストアと量り売り、外食、そ
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れからネット・カタログ販売等との違いということを市川委員のほうから仰られました。

それに少しつけ加えさせていただきたいと思うんですが、インストアと量り売り、外食に

ついては、実際にその商品が目の前にあって、なおかつ人が介在して、情報をそういう方

法で得ることができます。一方、ネット販売につきましては、人は介在しない、ものはな

いということで、手にとることができないものを、カタログもそうなんですが、そこに書

かれている内容だけで判断して購入せざるを得ないということになってまいります。そう

したときに、このデメリットのところに、「インターネット販売については、食品固有の

表示事項が大幅に増えると、かえって、必要な情報が探しにくくなるおそれ」と、ここで

言う必要な情報とは一体何ぞやということになります。つまり、提供されていない情報が

消費者にとっては非常に重要な情報なのではないか。ということであると、ここでは、対

面なり、それから品物を介在しない販売方法については、きちんと表示をしていただくと

いうルールをつくっていかなければいけないのだろうと思っております。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 それでは、田﨑委員。 

○田﨑委員 ありがとうございます。現行の農林水産省のガイドラインについては、ＰＯ

Ｐ表示やメニューなどの事項が情報提供になっているので、これはＪＡＳ法の適用外とい

うことです。先ほど何人かの委員からお話があったんですけれども、これは現場で働く監

視員の立場では、虚偽表示をした場合は景品表示法が係わってくるので、そのときにはど

ういう対応をするのかということで、この店頭で売られているものあるいは外食など、こ

ういったものをもろもろ含めると、この辺の他法に関連する部分については、先ほどもち

ょっと申し上げましたけれども、議論、精査すべきかなというのが一つございます。 

 それから、外食、量り売り、インストア、先ほど表示のミスが増えると。ミスであって

も、現場へ行って直さなくてはいけません。労力の話はしてはいけないんですけれども、

果たしてどこまで消費者がこういった様々なものについて求めていらっしゃるのか、わか

らない部分がすごくあります。今、これから後半でアンケートの話が出てくるんですけれ

ども、そういったものも含めて、ごくごく消費者の方がどこまでを表示に求めるかという

のも非常に大切な情報だと思います。それによって、無駄なとは申しませんが、需要のあ

る、重要性のある表示と、それから中ぐらいのもの、それからこれは本当に任意表示でガ

イドラインといったところに落とされるものでよいのか。そういったレベル分けが必要と

思っています。 

 それから、17ページの例Ｄの自動販売機です。これについては、自販機は、先ほどなじ

みの深い商品と言いましたが、苦情として非常に多いのは、例えばボタンを押したら、コ

ールドを押したんだけれどもホットが出てきたとか、違う商品が出てきたとか、大体そう

いったものです。要は表示を見ていないんです。例えば、自販機は商品の表ラベルしか見

えませんから、みんな、微糖とか、そういったところの商品の性質を見てセレクトしてい
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るのがほとんどだと思います。なので、なじみの深い商品というよりは、びん缶詰の形状

品については安心感があるということだと思います。こういったものにも情報提供が必要

なのであれば、商品を裏返しにして表示を見せるとか、アレルギーの関係があるのであれ

ば、そういうところを見せるとか、そういった工夫が必要かもしれません。ただ、これも

業界は表示については今までやってきていますので、これを大きく変えるというのもまた

負担になるというところで、その辺の議論が今後必要かなと思っています。 

 以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 鬼武委員、それでは。 

○鬼武委員 時間が大分過ぎていますので、簡単に。提供資料２のところに、今回の資料

で見てちょっと感じたことを少し書いています。それで、先ほど今回の新法の適用する範

囲については食品衛生法では医薬品を除くすべての食品ということなので、その辺がどこ

の範疇（はんちゅう）まで入るかというのは今後の議論でも出てくるのだと思います。 

 それから、前回消費者庁の事務局の方が、健康増進法の中で、特別用途食品の表示は外

すか外さないか、その辺の議論もあったと思いますので、その辺の範疇もあるのではない

かと思っています。 

 それで、やはり私は、今回いろいろ外食、量り売り、それからインターネット、いろい

ろ提案されているのですが、まず、いわゆる事前包装された食品か、それともいろいろな

外食を含め、すべて消費者に提供される食品を含むのかということがあると思うのです。

そういう中で、あとどういう業態、業種、それが食品表示法の新法が適用されるのかとい

うこと。それからあと、企業の規模の大小が問われますので、事業者の対象がどのように

なるのかというのも議論しないといけないと思っていまして、私、重要なことは、現行の

容器包装に入れられたという、食品衛生法では定義されていますが、一方ではインストア

でいろいろなスーパー関係のチェーン店とか、いろいろ苦労して表示しているのですけれ

ども、２ページのところに現行の生鮮食品なり加工食品なり、食品衛生法、ＪＡＳ法なり、

公取の表示の及ぶ範囲が違うわけです。そういう中で、現行のものでも、例えばばら売り

の商品について、防かび剤であったら、食品添加物の表示は必要なわけですし、そういう

ものが実際に役に立っているのか。そういうことは私は最初から申し上げているのですが、

現行の法律のところをまず、義務化のところがどうなっていてということが話されないと、

いろいろな拡大でいろいろ資料が出てきているのですけれども、これは全部できそうなの

ですけれども、多分事業者の方が聞いていると、こんなこと実効性がないのにということ

で、かなり苦労されると思いますので、現行の表示の義務化のところでされている、例え

ば二瓶委員からありました惣菜とか、現行の表示でも、例えばばら売りとか、３ページの

ところで見てもらうと、丸ごとのものとカットの異種だと、カットのものには義務表示が

ないとか、丸ごとのばら売りだったら名称、原産地と、これは普通、消費者なり、事業者

も多分困ると思うのです。だから、こういう一貫性がない部分について現行はどうするか
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とか、ちょっとそういうのもぜひやっていただけたらと思っています。その上で外食なり、

量り売り、もしくはその先にあるインターネット販売ということの議論もしていただけれ

ばと思います。意見です。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 それでは、二瓶委員、どうぞ。 

○二瓶委員 ７ページのインストア加工での例示がされているんですけれども、新法の目

的の議論が煮詰まっていないからなんですけれども、たとえこの例示であっても、このよ

うに見てしまうと、新たな義務表示の拡大・追加と思ってしまう懸念もあると思うんです。

ですから、もっと目的が整理されて、それで表示の項目の例示もされるべきではないかと

思うんです。例えば、インストアでＪＡＳの品質表示基準の適用外になっていることにつ

いて、現段階でどういう評価なのかといったことも含めて本当は押さえておかなければい

けないでしょうし、それからこの例示以外に、食品表示制度そのものではないんですけれ

ども、米トレーサビリティ法に基づく情報伝達を表示という方法手段でやっているところ

もかなり多いわけです。それから、牛トレーサビリティ法に基づく、要するに個体識別管

理についても、もうこれは表示でやっているわけです。ですから、食品表示そのものでは

ないんですけれども、こういったことについても事業者から見れば表示面積にも関係して

きますし、今後の義務表示の項目についてどうのこうのではなくて、こういった食品表示

制度以外の表示や情報伝達についてやられているということはどこかで表現していただき

たいと思います。 

 それから、19ページにまとめられておりますけれども、それぞれのメリット・デメリッ

トなんですけれども、ちょっと気になるのは、インストア加工、量り売り、外食について、

ほぼ共通すると思うんですけれども、「個別の照会が減少することから、それへの対応に

係る業務負担が軽減する」というのは、必ずしもそのようには言えないだろうと思うんで

す。先ほどから申し上げているように、例えば、自主的に取組を進めていって、できるだ

け消費者のみなさんに情報提供していこうということでコミュニケーションの強化を図っ

たりしているわけです。ましてや対面販売などというのは、様々な情報をお伝えするのと、

それから利用者の方々の要望なども承るという重要な場面ですので、表示してしまえばそ

っちの業務が軽減されるということは、あまり適切な表現でもないし、事実、的を射てい

ないと思います。 

 以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 では、森委員を最後にさせていただきます。 

○森委員 それでは、時間も大分迫っていますので、簡潔に申し上げたいと思います。今、

二瓶委員のほうからもお話がありましたように、今回、ここの委員の中には、外食関係の

方、インターネット関係の方等が入っておりません。メリット・デメリットについてまと
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めてはいただいているのですが、業態によって相当違う、あるいは実態がどうなのかとい

ったところは議論しづらいところでございます。そういう意味では、ぜひ関係の学識経験

者、事業者の方の見解も踏まえて、意見を聞く場を設けていただいたほうがよろしいので

はないかと考えています。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 先ほどからいろいろご意見が出てきまして、現場のほうの今の実態ですか、むしろ消費

者からどういうものを求められているかも含めて、あるいは業界と一口でいっても、規模

の違いとか、いろいろあると思いますので、その辺とか、あとインターネット等は、先ほ

ど市川委員からご意見が出たように、ちょっと別の分野で、逆に言うと、こういうところ

でどういうトラブルが今まであったのかとか、そういった現場の状況も少し、できたら資

料を、次回になるのか、いつかわかりませんが、そういうのも踏まえて、今日はちょっと

時間がございませんので、これは改めて議論させていただくということでお願いできたら

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 それで、ちょっと時間がもう過ぎたんですけれども、委員のみなさま方には消費者意向

調査の資料をお配りしているかと思います。それは事前に一応ご意見をいただいたものを

反映したペーパーということでお聞きしていますが、これについてご説明していただきた

いと思います。資料３でございます。よろしくお願いします。 

○平山企画官 では、ちょっと時間が過ぎていますが、簡潔にご説明申し上げます。資料

３でございます。これは、前回、座長のほうからもお話いただきましたけれども、あと委

員のみなさまからも、ぜひやっていただきたいという声がございましたので、消費者の方、

一般の方の意向調査ということで、設問案を用意してございます。かなり問いの数が多い

ので、ざっと私のほうからご説明申し上げます。 

 問１、問２でございますが、これはどちらかというと、実際に買われる方、アンケート

された方の実態を調査するというものでございます。問３までは、答えた方がどういう購

入の方法などをしているかということの実態を調べたものでございます。 

 ２ページ目でございますけれども、問４、この辺から大分表示のほうに入ってくるとこ

ろでございますけれども、まず何に目がいくかというものを聞いたのが問４でございます。

最大５つまで選んでいただいて、消費者の方がまずどこから見ていくかということを知ろ

うというものでございます。 

 それから２ページ目の問５、ここからは個別の話になってまいりまして、まず、加工食

品から質問しております。商品選択、商品を選ぶ場合にどの項目をどの程度参考にされて

いるかというものを項目別にお聞きしております。 

 それから３ページ目、問６でございますけれども、前の問いで「参考にしている」と答

えられた項目についてお聞きするというところで、その参考にする理由は何かというもの

をお答えいただいております。それが４ページ目、５ページ目にかけてでございます。 

 それから５ページ目の下、問７でございます。これも、参考にしている項目について、
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そういったよく見られている表示というのはすぐ見つけられるかどうか。多分、表示項目

がいっぱいある中で、すぐに見つけることができるかということについてお聞きしており

ます。これも項目ごとに、これはフルの表示でございますけれども、実際に選んだ項目に

限ってお聞きするというものでございます。 

 それから７ページ目にまいりますと、問８で、前の問いで「なかなか見つけにくい」と

いうところを答えた、要は「参考にして見ているのだけれども、なかなか見つけにくい」

といったものについては、どういうところで見つけにくいのかということをお聞きしてお

ります。何で見つけにくいのかということをお聞きしております。 

 それから８ページ目、問９でございますけれども、ここがちょっとまた変わりまして、

加工食品の包装とかＰＯＰの表示ですけれども、そもそも表示内容がわかりやすいか、わ

かりにくいかということ。わかりにくい場合には、その理由についてもお答えいただいて

おります。それが、９ページ目、10ページ目に項目ごとに並んでいるところでございます。 

 それで、問10、10ページ目でございますが、これが加工食品の最後の問いでございます。

加工食品を購入する際に追加してほしい表示項目はあるかということをお聞きしてござい

ます。ある場合には、その項目について、その項目と理由を自由に記載していただくとい

うことにしてございます。 

 それから10ページ目の下、問11でございますけれども、ここらはいわゆる生鮮食品、例

えば野菜、鮮魚、精肉などについての問いでございます。問11が、まず商品選択の際にど

ういうものを参考にしているかということでございます。ここは野菜・鮮魚・精肉を一緒

にしてございますので、注意書きをした上で、クリックして例示が出せるようにしておこ

うかなと思っております。それから、問11で、「参考にしている」といった項目について、

どういった理由でご覧になっているかということをお答えいただこうかなと思っておりま

す。 

それから12ページ目、問13で、生鮮食品について表示を追加してほしい項目があるか

どうかということを自由に記載していただく。追加していただきたい理由もあわせてお答

えいただくということでございます。それが生鮮食品でございます。 

 問14以下が食品共通の事項でございますけれども、まず問14で、わかりやすく、しかも

活用しやすいものにするためにどんなことが必要かということを幾つかの項目に分けてお

聞きしてございます。①が、まず文字の大きさとか情報量。②が、容器包装にするか、そ

れ以外のものにするかということ。13ページ目にまいりまして、③が、表示方法のルール。

それから④、これは若干個別になりますけれども、食品添加物の表示の場所。それから⑤

が、食品添加物の表示の仕方です。それから⑥といたしまして、複数選択可能ということ

で、幾つかの例示をしてお答えいただくということを考えてございます。 

 問15でございますけれども、ここで容器包装以外による情報伝達手段として利用するも

のについてお答えいただいております。 

 それから最後、問16、ここで、なかなか設問が少なく、数に限りがございますので、あ
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わせて食品表示について、日頃、お持ちになっているご意見とかご要望について自由に書

いていただく欄を設けまして、消費者の方のいろいろなご意見を集めたいなと思っており

ます。 

 なお、別途、あわせて栄養表示についてもこの調査で質問するということを考えてござ

いますので、あわせてご紹介しておきます。 

 大変駆足でございましたけれども、説明については以上でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 かなり盛りだくさんで、答えるほうも大変なアンケートだと思うのですが、スケジュー

ル的には、もうかなり時間が押しているとはお聞きしていますけれども、これはいつ頃や

られるんですか、時間的には。もう今年中ぐらいにはやられるわけですね。ということで

すけれども、何か今お気づきの点で……。 

どうぞ、山根委員。 

○山根委員 すみません、短く言います。 

 今回意見をメールで寄せましたけれども、この意見の反映版というのは今初めて私たち

が目にしていますので、自分の意見がどこに反映されたのか、していないのかとか、ちょ

っと今すぐには判断もつきませんし、もう一度、意見を寄せる時間をいただければと思い

ます。 

 それと、アンケートを行う対象とか方法とか、あとどのように反映していくかというこ

とも、できれば教えていただきたいと思います。 

○池戸座長 よろしいですか。今ご説明がもしできれば。 

○平山企画官 すみません。確かにそうですね。アンケートの対象とか方法でございます

が、こちらで考えておりますのは、ネット上で不作為でアンケートを募りまして、大体全

国で1,000人ぐらいを考えております。いろいろな階層別に、ばらつきがないような感じ

にして、インターネットで調査をしたいなと思っております。そういう意味では、広く一

般消費者の方からお答えを集めるということで、かなり検討会の議論の参考になる情報に

なるのかなと思っております。コメントをいただければ、それを反映する時間を設けたい

と思いますので、また別途ご相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○池戸座長 どうぞ、森委員。 

○森委員 今年は、みなさんもよくご存じのように、３月に大震災があって、その後原発

事故が起きていますので、お客様相談窓口に前年に比べて格段に多くのお問い合わせが寄

せられております。現在も消費者の方は食品に対して非常に高い関心を持っておられます。

したがいまして、意識調査を行うのであれば、特別な環境下において行われるものである

ということを十分認識しておいていただく必要があると考えております。 

 それから、今お示しいただいた資料、これはまたよく見たいと思いますけれども、消費

者意識調査というのは、どうしても質問票による記入形式になっていると、例えば何かの

表示を見ていますかという設問があれば、ややもするとというか、日頃見ていなくても
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「見ています」と回答したくなってしまう面があります。実態を離れた、頭で考えた意識

調査になりやすいということで、理想論が入りやすいということがあります。ですから、

質問票による記入形式ではなくて、実際の店舗などで食品の購買行動をじっくり観察して、

直接消費者にお聞きする、質問をするという定点観測方式の調査を行うということもぜひ

検討していただきたいと考えております。 

○池戸座長 はい、どうぞ、田﨑委員。 

○田﨑委員 森委員のお話とちょっと重複しますが、アンケートは非常に難しいと思いま

す。この内容は一見すると、聞きたいことだけをまず聞く事務局側の設定になっています。

まず調査計画はどういう形で立てるのか。おそらく民間の専門機関へ委託するのではない

かと思われますが。それから、先ほど言った年齢とか、細かい内容の計画も入って、目的

があって、対象はどういう形にするのかを知りたいところです。調査はバイアスがかかり

ますので、その辺をちゃんとふるい落とすような形でできるのか、どういう手段でやるの

かということを、紙面に計画を書いていただければと思います。そうしないと、この検討

会に我々が責任を持って、これをオーケーという形では言えないと思います。既に俎上

（そじょう）にのってきているわけなので、その辺をちょっと書いていただきたいです。

これが１点。 

 それから、どのくらいの規模でやられるのかというのもあわせて知りたいなと思います。

また、事前調査は、行わないのでしょうか。初めに例えばこの調査でやって、ある程度こ

れできちんと有効な回答が求められるとわかったということが実証された後、本格実施を

するという形の事前調査ですが、その辺もあわせて事務局にお伺いしたいです。 

○池戸座長 どうでしょうか。プレ調査みたいなものですね、事前に。あと、全体の調査

の計画もお話しされたほうが良いのではないですか。 

○平山企画官 調査の中身だけのご説明に終始してしまいまして、大変失礼いたしました。

それで、今、思っておりますのは、これは実は１回目の調査というつもりで、全体として

は、調査を３段階ぐらいに分けてやろうかなと考えております。これでまさにプレ調査の

ような形にしまして、途中に実際に面談形式のような調査もかませて、そこである程度幅

広い意見なり、あと、具体的なご意見を頂戴できますので、それを踏まえて最後にもう一

回、こういったインターネットの調査というものをするということで、そういう３段構え

を考えております。具体的には、まず、こちらから知りたいことをお聞きして、それで実

際に面接してお聞きして、その意見を踏まえて、最後にもう少し聞き足りないこととかを

調査して、実態を把握するということを考えてございます。ですので、そういう意味では、

２段階目、３段階目の調査で微修正をしていければなと思っております。なお、年度内に

取りまとめる必要があり、だんだん日程が詰まってきていますので、またちょっとそこは

工夫しなければいけないかなと思っているんですけれども。 

○池戸座長 多分、これは予算の関係で執行の期限が切られているので、それに合わせな

ければいけないという状況があるのでしょうね。ですが、これはとりあえず一回やってみ
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ないと、どんな結果が出てくるかわからないと思うんです。 

 どうぞ、迫委員。 

○迫委員 すみません。私も、国民健康・栄養調査等で訪問調査をしていたのですけれど

も、これだけの調査に協力していただくというのは至難のわざでございます。まずこれを

読んでいただけるかどうか。冒頭のページを見ただけで、多分リタイアする方が相当数い

るだろうと思われます。14ページ、さらにここに属性を聞くもの、フェースシートが多分

１枚は確実につくかと思いますので、この文字サイズで15ページだとすると、12ポイント

以上のサイズでないとまず不可能でございますので、20ページからの調査で、これだけの

ものをすべてやろうと思うのはかなり難しいので、この中で聞きたい内容について優先順

位をしっかりつけてしまうほうが良いのではないか。 

 もう一つは、内部ででも結構ですし、あらゆる年代の方に、何分でできるか、理解でき

るか、その辺のところは十分こなした上で実際の計画にしていかなければいけないだろう

と。 

 あともう１点、森委員からも出ていたんですけれども、定点観測方式。消費者庁の今回

の調査は、従前のパブコメとか、モニターさんの調査とか、特に関心の高い方が記載して

いただく調査ではなくて、消費者全般からの調査をしたいという目的だったかと思います。

これだけの難しい内容の調査であると、関心の高い人のみの回答になってくる可能性が高

いので、そういう意味で、消費者に直接スーパーなりなんなりの店頭での簡易な調査とい

ったものをきちんと組合せをして、そちらを重点にしていかないと、情報が得られないの

ではないかと思います。 

 以上です。 

○池戸座長 貴重なご意見をありがとうございました。 

 どうぞ、手島委員。 

○手島委員 これは、設問が多いということと、この一元化の検討会の中でその結果を反

映させるというのは、なかなか出てくるのが遅いというか、まとめるのが大変だと思うの

ですが、既に10月25日の資料の中では、平成14年と20年で食品表示等に関する消費者の意

識調査というのをされていて、その結果が示されていて、例えば消費者の方から食品表示

をわかりにくくしている要因などが具体的に出されているわけですけれども、既に行った

調査をもとに、あるいはそれに近いようなアンケートの形式の中で情報を得るというほう

が、定まった期間の中でやっていくという意味では、より現実的なのか。あるいはまた、

既にもうそういう意識調査から得られているような要因について、それをどう解決してい

くかといった議論を進めていくというのも必要なのではないかと思います。 

○池戸座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、森田委員。 

○森田委員 それと加えて、設問が多いということもそうなんですけれども、例えばＱ９

の１項でも、結局①から⑮のことを全部それぞれに関してどこかに答えを見つけていかな
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くてはいけないという、その15個とか16個のものが何個もあるわけですから、とにかく設

問が多いのと、それから、答えがないものがある。また、普段あまり気にしていない表示

事項なのに、どのくらい参考にしているかとか聞かれても、どこの項目を選んで良いのか

わからないものもあります。それは、このアンケートをしている側からするとものすごく

混乱するし、それから義務表示と任意表示のものが全部中でまざり合っていて、これは正

解を見つけるのか、知識を問われているのか、これは消費者は大変混乱すると思います。 

 ちなみに、私はこれを終えるまでに１時間かかりましたし、私の周りでは１時間半かか

って、最後のほうは言っている意味がわからないと言う人もいました。インターネットの

場合のアンケートというのは簡単なものが多くて、まさにインターネットにそぐわない。

グループインタビューとか何かでじっくり聞いて、何時間か拘束して、ある程度説明しな

がらやっていかないと、その人の時間をある程度とってあげないと、これは無理だと思い

ます。 

 それから、時々、例えばＱ４でも、いただいたものは最大３つまで選択だったのが、今

回見たら最大５つまで選択になっていたりとか、５つまで選択になると、無理やり選んで

しまったりとか、ちょっと設計に無理が幾つか出てきていると思いますので、これはもう

一回ちょっと検討し直していただければと思います。 

○池戸座長 よろしいですか。もう時間をかなり超過していますけれども。今いろいろご

意見が出ましたけれども、これは直すほうも大変だと思います。ただ、アンケートは１回

ではないということなので、さっきいろいろなご意見が出ているように、何しろまじめに

答えてくれる方の回答をまず頭に置いた質問で、段階を追ってこちらのねらいの回答を得

るといった感じでやられるのが良いかなという感じがしますけれども。 

○市川委員 その案については、さらに修正は可能ですか。 

○池戸座長 今みたいな感じですと、目的の回答が難しいということですので、修正して

いただくということですね。ただ、委員のみなさんに意見をまたもらうまで時間があるか

どうかですね。ただ、２回目、３回目は少なくとも反映していただかなくてはいけないと

いうことだと思いますけれども。 

○山根委員 これは、多くの方が、今やるのはちょっと無理だ、不適切だということにな

れば、延期ということも考えられますか。 

○池戸座長 そこは多分、さっきのように、スケジュール的に、予算上は３回ですか、こ

れは。そこはやらなければいけないことになっているので、そのスケジュールとの関係は

いいですか。どうぞ。 

○増田課長 ご意見はまたいただければと思います。ただ、委員のみなさまからご意見を

伺い、事前にお見せした消費者意向調査の案に修正を加えた一方で、修正後のものを検討

会の前にお見せできなかった点やご意見のすべてを反映できていない点については、申し

訳ありません。座長からご説明いただいたようなスケジュール面の事情がありました。委

員のみなさまのご指摘のとおり、確かに、綿密な設計をしてよりよいものをつくるべきで
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すが、ある意味切りがない面もあります。一方で、結局消費者はどういうことを考えてい

るかということの把握が少しでも進まないと、議論も進まないため、まずは一度やってみ

ようということです。結果については、もちろん何かを決めるわけではなくて、この場で

の議論の参考として使おうというものなのです。また、先ほど森委員が仰られたような、

今、消費者は非常にいろいろなものに意識過敏になっている傾向にあるのではないかとい

ったことは、この場で検討する際に考慮してご判断いただければ良いと思います。いずれ

にしても一度調査を実施してみないと議論も始まらないのではないかと思っています。ま

ずは一度実施させていただければと思っております。 

○池戸座長 多分、やっていただく中身は、今提示したものでなくて、いただいた意見を

反映して検討したものとしてやっていく。せっかくですので、この検討会に反映していた

だくということを前提としたという形でやっていただきたいと思います。 

 時間がかなりオーバーして、申しわけございませんでした。本日も非常に活発なご議論

をいただきまして、ありがとうございます。 

 次回の議題につきましては、今回の議題を踏まえまして決定して、後日またご連絡させ

ていただきます。 

 それでは、本日はこれで閉会させていただきます。 

 なお、次回なんですが、もう年明けになりますけれども、１月19日の今度は午前10時か

らということで、三田の共用会議所の講堂ということで予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 今日は長時間、どうもありがとうございました。 

午後５時２５分 閉会 


